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基本計画 

第１章 計画にあたって 

第 5次瀬戸市総合計画基本計画を実行していく上で必要となる各種基礎的条件について、以

下のように設定します。 

 

  第１節  人口 

    １  人口の考え方 

        人口に関しては、これまでの総合計画においては、区画整理事業や面整備事業といった

基盤整備手法による定住人口増加策を掲げ、過去の推移をベースとした推計人口にこうし

た施策展開により生じる政策人口を加えて人口見通しを設定し、これを目標値としてきま

した。 

        しかしながら、日本の総人口が平成 18 年をピークに減少すると予測されていること、

歳入の減少が予測され、従来の基盤整備手法による人口増加策は望めないことなどを踏ま

えると、こうした従来の手法による目標値設定は不適切であると考えられます。 

        そこで、第5次総合計画における将来人口は、こうした基盤整備手法などによる人口の

伸びを考慮せず、これまでの推移を重視しながら、極端に増減することがない人口規模と

して設定します。 

 

    ２  将来人口 

        本市におけるこれまでの人口の推移を踏まえた上で、第５次瀬戸市総合計画の計画期間

中に展開する各種施策の実施効果により、出生や死亡、転入や転出などの人口移動に変化

が生じるものとして、将来人口を以下のとおりとします。 

 

年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

総人口 131,650 人 132,500 人 132,300 人 131,200 人 

年少人口 

（0～14 歳） 
18,924 人 18,500 人 18,000 人 17,200 人 

生産年齢人口 

（15～64 歳） 
92,233 人 90,000 人 85,900 人 81,600 人 

老年人口 

（65 歳～） 
20,493 人 24,000 人 28,400 人 32,400 人 
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将来人口
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  第２節  財政 

    １  財政推計の考え方 

        第 5次瀬戸市総合計画の計画期間中に、目標達成に向けた施策展開を図るためには、そ

れを担保する確かな財政基盤が必要です。このため、平成27年度までの歳入と歳出につい

て推計を行い、財政見通しを設定します。 

 

     （１）歳入 

            歳入については、大きく自主財源と依存財源に分けて推計を行っています。 

            自主財源のうち市税については、将来人口や過去の決算状況などを参考に推計しま

した。 

            また、その他の自主財源、依存財源については、過去の決算状況などを考慮して推

計しました。 

            なお、税制や国庫補助負担金、地方交付税など税財政制度の大きな見直しが今後予

想されますが、その内容については不確定要素が大きいため､あくまで現行制度を前提

として推計しました。 

     （２）歳出 

            歳出については、人件費や公債費などのように義務的、経常的に必要なものと、施

設建設などのように政策的に投資するものがありますが、効率的な財政運営を行うこ

とによる効果を見込んで推計しました。 

            なお、人件費については、今後 10 年間の職員数の推移などをもとに推計し、その

他の経費については、各項目の性質に応じ、過去の決算状況の推移や現行の水準を基

本として推計しました。 

 

    ２ 財政推計（一般会計※ベース） 

        今後 10 年間の一般会計ベースの総額を約○○○○億円と推計します。このうち、投資

的経費は約○○○○億円、義務的経費及びその他の経費は約○○○○億円と算定しました。 

        引き続き厳しい財政状況が予測されますので、効率的な行財政運営を推進していくこと

が求められます。

※  一般会計：福祉、教育、道路や公園の整備など、市の行政運営の基本的な経費を計上した会計 
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（単位：億円） 

区  分 
前期 

平成 18～20 年度

中期 

平成 21～23 年度

後期 

平成 24～27 年度 

合計 

平成 18～27 年度

歳入総額      

市税     
自主財源 

その他     
歳入 

依存財源      

歳出総額      

義務的経費      

投資的経費      
歳出 

その他経費      
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  第３節  土地利用 

    １  土地利用の考え方 

        本市は、豊かな自然に恵まれ、古くから「やきもの」のまちとして発展してきました。将来

にわたり、利便性が高く安全で安心な市民生活を確保し、活力を生み出す産業経済活動の振興

を図るとともに、自然環境と調和したまちを形成していくためには、その基盤となる土地利用

のあり方が重要です。 

        現在の土地利用を基本とし、本市の持つ豊かな自然と歴史、伝統、文化を生かし、長期的か

つ総合的な視点から計画的な土地利用を進めていきます。 

 

    ２  土地利用構想 

     《森林ゾーン》 

本市を取り囲む森林は、本市の景観を特徴づけているとともに、防災機能、水源かん養、自

然環境の保全、レクリエーションや教育の場として様々な機能を有しています。 

こうした機能を維持するとともに自然環境の保全と活用に努めます。

 

     《農業ゾーン》 

          矢田川、水野川に沿って広がる農業振興地域は、市街地と丘陵地の間にあって、良好な景

観を形成し、都市空間にゆとりと潤いをもたらしています。こうしたことから、農業基盤を

維持し、農地の有効利用や田園景観の保全に努めます。 

 

      《一般市街地ゾーン》 

          本市の市街地は、中心市街地を住宅と工場が混在した古くからの市街地が取り囲み、

その外延部に新たな住宅地が形成されています。それぞれの地域において、地区計画制

度の導入などにより、快適な居住環境の維持・向上を図り、秩序ある健全な市街地形成

を進めます。 

 

《工業系市街地ゾーン》  

          既存の工業団地の生産環境の維持・増進を図るとともに、新産業育成、研究開発の拠

点としてデジタルリサーチパークの整備を推進します。 

 

《産業資源採取地》 

          本市の地場産業を支える産業資源採取地については、珪砂や陶土の有効利用や再利用

を促進し、環境に配慮した採掘を行います。 

     また、採掘が完了する区域については、緑地を回復するとともに、市街地に隣接する

区域については、市民のふれあいの場としての活用に努めます。 

 

《交流拠点》 

中心市街地においては賑わいの創出に努め、東海環状自動車道のインターチェンジ（Ｉ
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Ｃ）周辺においては広域的な利便性を活用し、本市の活力の増進と交流の促進を図りま

す。 
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第２章 分野別計画 

 

  分野別計画の構成 

基本計画では、基本構想に掲げた本市の将来像「自立し、助け合って、市民が力を発揮して

いる社会」の構築に向けて、「市民の交流と活力」「市民の安全」「市民の教育」「市民の健康と

福祉」「都市の基盤」「都市の環境と市民の生活」「都市の経営管理」の７つの分野ごとに、「目

指す姿」や「成果目標」、それらを実現するための「市民と行政の役割分担」を明らかにしま

す。 

 分野１ 
市民の交流と活力 

分野４ 
市民の健康と福祉 

分野５ 
都市の基盤 

分野６ 
都市の環境と市民の生活 

分野７ 
都市の経営管理 瀬戸市の将来像： 

自立し、助け合っ
て、市民が力を発
揮している社会 

分野２ 
市民の安全 

分野３ 
市民の教育 

 

 

目指す姿 

各分野では、平成 27 年に市民と行政がお互いの役割を果たすことにより実現したい

社会の姿をいくつかの項目に分けて整理し、「目指す姿」として表現しています。「目指

す姿」は「○○を推進する」「○○を充実する」といった行政側からみたサービスの提

供状況ではなく、「市民がどのような生活をしているか」、「社会がどのような状態にな

っているか」といった市民と行政がともに努力して目指す本市の姿として表現されてお

り、これを市民と行政が共有することが新しい地域社会づくりの出発点になります。 

 

成果目標 

「成果目標」は「目指す姿」をより具体的な市民や社会の状態として説明し、その状

態を数値で表現したものです。「成果目標」が明らかになることにより、市民と行政が

何をどれくらいまで実現すればよいのかという明確で具体的な目標を持つことができ

ます。また、平成20年、23年、27年の3時点の数値目標が掲げられているため、計画

の途中段階でその達成状況をチェックすることにより計画の適切な進行を管理してい

くことが可能です。 

 

市民と行政の役割分担 

「市民と行政の役割分担」には、「目指す姿」を実現するために市民と行政が果たす
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べき役割が整理されています。それぞれの役割の欄には今後求められる新たな役割だけ

でなく、これまでも実践されてきたことや当たり前と感じられることも記載されていま

す。しかし、基本構想で明らかにした本市が平成 27 年までに目指す新しい地域社会づ

くりを進めていくためには、このような当たり前と感じられる役割についても総合計画

の中で明らかにすることにより、互いに再確認・再認識することが極めて重要であると

考えます。 

なお、「市民の果たす役割」は、分野別市民委員会などにおける議論をもとに、今後

の地域社会づくりにおける市民の関わり方を例示したものです。一方、「行政の果たす

役割」については、具体的に何をなすべきかという方針をまとめており、これに基づき

詳細基本計画において具体的な実施事業を掲げています。 

 

  分野別計画の読み方 

 

 

第○部 ○○○○○ 「分野」 

a ○○○○○ 

 

    背景 

分野をとりまく社会の状況、各分野の現状や課題を項目ごとに整理しています。 

 

    目指す姿 

各分野において、平成27年度に、市民と行政がお互いの役割を果たすことにより実現した

い社会の姿を項目ごとに表現しています。 

 

    成果目標 

「目指す姿」について、市民や社会が具体的にどのような状態になっているのかを文章と 

数値目標により示しています。 

 

 

 
目標値 

成果内容 指標 
基準値 H20 H23 H27 

      

 

 

    市民と行政の役割分担 

「目指す姿」を実現するための、市民と行政の役割分担を表しています。 

 

「分野」を構成する「項目」 

成果内容を数値で表すための
“ものさし（尺度）” 市民や社会の具体的な状態 目指す水準、数値目標 

現状（年度の記載のある場合を除いて、平成 16 年度の値） 
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第１部 市民の交流と活力 
 

a まるっとミュージアムの推進による賑わいと活力の創出 

 
        背景 

本市は、1,300 年の歴史と伝統をもつ「やきもの」のまちであり、その歴史と伝統は、

町並みや背景となる豊かな自然環境を含めて貴重な資源です。 

本市においては、こうした資源を活用し、「見せる、魅せられる産業観光都市瀬戸」

を市民とともに創る「せと・まるっとミュージアム」に平成 12 年度から取り組んでい

ます。 

これまでに、「瀬戸蔵」や「パルティせと」をはじめとする拠点施設を整備するとと

もに、やきもののまちとして落ち着きのある町並みを創出するため「窯垣の小径」や

「陶の路」の整備をすすめてきました。また、景観形成に関する市民意識の向上にも

努めてきました。 

さらに、公募の市民メンバー「ひゃっけい隊」による瀬戸百景が選出され、市内各

地のやきもの工房や店舗など 176 件の街角ギャラリーも誕生するなど、地域の観光資

源を発掘する市民参加の取組も進めています。 

その他、赤津や品野、水野などでは、せとものに直接触れる機会を提供する窯元め

ぐりを開催しており、毎年、秋にはこれらの地域を結んだ「まるっとミュージアム大

回遊」を開催し、市域の回遊性を高める催しが実施されています。 

一方、愛・地球博の開催期間中には、市民や団体、事業者など、幅広い市民参加の

もと、これらの地域資源を活用した「せと・やきもの世界大交流イベント」を市内各

地で開催してきました。瀬戸に来訪する方々におもてなしの心を持って温かくお迎え

する「おもてなしボランティア」約 2,600 人とともに、瀬戸の歴史的・文化的魅力を

積極的に発信し、拠点施設や各地区への回遊を促してきました。 

今後は、こうしたまちの魅力向上や市民の交流をベースに、博覧会開催中に展開し

てきた様々な取組の成果を継承しながら、瀬戸のまち全体でおもてなしの心をもって

産業観光都市づくりを展開し、まちに賑わいと活力を生み出すことが求められていま

す。 
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        目指す姿 

「せと・まるっとミュージアム」を核として、魅力に満ちた産業観光都市づ

くりが進められ、賑わいと活力のあるまちとなっている。 

 

 

        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

市内に多くの観光客が
訪れている。 

観光客入込客数 
180 
万人 

250 
万人 

270 
万人 

300 
万人 

陶都せとにふさわしい
町並みが形成されてい
る。 

景観形成建築物の件数 
累計 
23件 

累計 
56件 

累計 
74件 

累計 
85件 

街角ギャラリーの数 176 件 200 件 230 件 250 件
市民や地域の参加によ
り、まるっとミュージア
ムが進められている。 

まるっとミュージアム
を推進する市民サポー
ター数 

1,000
人 

1,200 
人 

1,400 
人 

1,600
人 
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        市民と行政の役割分担 

 

○ 市民との協働や連携を支援するな
ど、まるっとミュージアムを促進す
る環境や条件を整備する。 

○ TMO※を中心として、中心市街地の
活性化を図る。 

○ まるっとミュージアムの拠点であ
る瀬戸蔵、パルティせと、文化セン
ターを拠点として、その周辺にある
新世紀工芸館、ノベルティ・こども
創造館などを連携させ、市民の交流
活動を促進する魅力ある舞台を提
供する。 

○ 面的な景観形成を誘導する。 
○ 景観形成の啓発活動を積極的に行

い、それに取り組む市民の活動を支
援する。 

○ 公共施設の景観形成に取り組む。 
○ 産業、観光、景観形成の連携を強化

する。 
 

行政の果たす役割 
 
○ まるっとミュージアムの拠点施設

を自らの生活空間として活用する。

○ 歴史や文化、伝統を大切にし、積極
的にイベントや交流活動に参加す
る。 

○ まるっとミュージアムを舞台にし
た様々な交流イベントを自主的に
企画し、多くの市民の参加交流を促
進する。 

○ せとものややきもの文化の「街角ギ
ャラリー」を開設したり、食の名物
＝自然薯、うなぎ、五目御飯などを
つくり出すなど、市民や事業者が自
主的な産業観光都市づくりを行う。

○ おもてなしのこころを持った市民
を増やす。 

○ 市民が自主的に、自立して産業観光
都市づくりを推進する機関の創設
を考える。 

○ 産業観光都市にふさわしいまちの
市民としての心構えや行動規範な
どを市民のまちづくり憲章として
示す。 

○ 景観形成への理解を深め、積極的に
取り組む。 

市民の果たす役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ ＴＭＯ：タウン・マネジメント・オーガナイゼーション。中心市街地の活性化を推進

するための組織。商工会議所や産業団体、市などが出資して瀬戸まちづくり

株式会社が平成 11 年に設立されている。 
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ｂ 市民の豊かな生活を支える働く場の確保と就業環境の整備 

 

        背景 

本市の工業については、陶磁器産業を中心に発展し、工業団地の造成による企

業誘致を行って、産業の多角化を推進してきました。近年では、産業構造の変化

などにより、陶磁器産業は、平成 15 年の工業統計調査では、窯業・土石業種の製

造品出荷額等が全業種に占める割合は 17.5％にまで落ち込むなど低迷しています

が、フランス・リモージュ市との産業交流や名古屋工業大学をはじめとする産学

官の連携推進などを行い、新展開に向けた取組みを進めてきました。 
また、商業を取り巻く環境については商店数の減少や地元購買率の低下など、

一段と厳しさを増してきていますが、商店街においてはそれぞれの個性を生かし

た魅力向上や空き店舗の活用などにより活性化を図るとともに、地域コミュニテ

ィの核となるような取組みを進めてきました。 
今後、こうした取組みを踏まえた産業の振興を図っていくことが求められます。 
人口一人あたりの市民所得は、愛知県の平均と比較すると低い水準となってい

るため、時代のニーズに対応した新たな産業を創出・育成することにより、多く

の市民が市内で働く場を得て、豊かに暮らすことができるまちとなることが求め

られます。 
「第 5 次瀬戸市総合計画策定に係る市民意向調査（平成 16 年 2 月実施）」では、

市内に働く場を求める市民や、能力・希望や生活の都合にあった柔軟な仕事のし

かたができることを望む市民が多くなっています。 
すべての市民が生きがいを持って暮らしていくとともに、地域における経済活

動を維持していくためには、若年者をはじめ、高齢者や女性など、すべての人々

が年齢や性別にかかわらず、その能力を十分に発揮でき、市民一人ひとりの生活

様式に応じて働く場が確保され、就業環境が整備されることが求められます。 
そうした中、高齢者や障害者のための生活支援など、地域の住民が地域の課題

についてビジネスの手法を取り入れて解決する地域ビジネス（コミュニティビジ

ネス）は、地域密着型の産業として注目されています。 
 
        目指す姿 

工業、商業などの産業が発展するとともに、市民の働く場が確保されており、

就業しやすい環境が整備されている。これにより、市民がより豊かな生活を送

っている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

工業統計調査による製
造品出荷額 

3,116
億円 

（H15）

3,116 
億円 

（H19） 

3,116 
億円 

（H22） 

3,116
億円 

（H26）地域経済における活力
が維持されている。

商業統計調査による商
品販売額 

2,274
億円 

（H14）

2,274 
億円 

（H19） 

2,274 
億円 

（H22） 

2,274
億円 

（H26）

市民の所得が増えてい
る。 

市民家計所得推計によ
る一人あたり市民家計
所得 

3,789
千円 

（H12）

3,978 
千円 

（H17） 

4,097 
千円 

（H20） 

4,261
千円 

（H24）

就業しやすい環境が整

備されている。 

育児・介護休業給受給者

数 
758 人 800 人 830 人 880 人

国勢調査による就業者
数（総数） 

68,101
人 

（H12）

69,000
人 

（H17） 

69,000
人 

（H17） 

70,000
人 

（H22）

国勢調査による就業者
数（65 歳以上） 

4,351
人 

（H12）

5,000 
人 

（H17） 

5,000 
人 

（H17） 

6,000
人 

（H22）

働いている市民が増え
ている。 

国勢調査による就業者
数（女性） 

28,491
人 

(H12)

29,000
人 

（H17） 

29,000
人 

（H17） 

30,000
人 

（H22）
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        市民と行政の役割分担 

 

○ 企業立地を促進する。 
○ （仮称）産業支援センター※を活用

し、陶磁器産業を含め、広く産業振
興を図る。 

○ ベンチャー企業およびコミュニテ
ィビジネスなどの市民の起業活動
の支援を行う。 

○ 産学官の交流・連携事業を行う。 
○ 中小企業者への金融支援を充実す

る。 
○ 就労機会に関する情報を積極的に

提供する。 
○ 若年者の就職のサポートなど雇用

対策を実施する。 
 

行政の果たす役割 
 

○ 地産地消を心がける。 
○ 専門的な知識や技術を習得するな

ど、自ら就業のための努力をする。

○ 多くの市民が起業できるよう、地域
の子育て支援、高齢者支援などの活
動を行う。 

○ 地域金融機関が率先してベンチャ
ービジネスやコミュニティビジネ
スを育てていく。 

○ コミュニティビジネス起業を支援
する市民運営の基金システムを考
える。 

○ 公民館をコミュニティ活動の拠点
として積極的に活用し、コミュニテ
ィビジネスにつながる地域課題を
発掘する。 

市民の果たす役割
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ （仮称）産業支援センター：本市の産業活性化を図るため、産業団体、研究機関、行

政の連携・協力により運営される情報発信、産業支援、

交流の拠点 
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ｃ 市民文化活動の推進とやきもの文化の伝承 

 
        背景 

近年、社会環境は大きく変化し、人々の価値観やライフスタイルもより多様

化するなかで、これまで以上に心豊かな、潤いのある生活の実現が求められて

います。 
本市では、文化センターや公民館などにおいて、様々な講座・教室、展覧会

や芸術文化事業などを実施してきました。最近では、市民や文化団体による音

楽・舞踊などの発表会、絵画・書道・写真・いけばなの作品展など、市民によ

る文化活動も増えてきました。今後も、文化の担い手として、市民の自主的な

文化活動の一層の展開が期待されます。 
本市には 1,300 年続いているやきものの歴史があり、やきものを中心とした文

化が育まれてきました。優れた有形・無形の文化遺産に加え、市民の暮らしの

なかにも豊かな文化や伝統が息づいています。 
 こういったやきもの文化の伝習と伝承、創作活動の場として、新世紀工芸館

やマルチメディア伝承工芸館、ノベルティ・こども創造館を開設し、研修生の

受け入れや創作体験などを行っています。今後は、これら全体をコーディネー

トする推進体制が必要となっていきます。 
 
 
        目指す姿 

文化や芸術に触れる市民が増加し、やきもの文化が後世に伝承されている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

自主的な文化活動に取
り組んでいる市民が増
えている。 

文化協会会員による事
業数 

50 55 60 65 

文化事業への参加者が
増えている。 

美術館・工芸館企画展入
場者数＋自主事業入場
者数 

55,000
人 

60,000
人 

65,000
人 

70,000
人 

文化事業が増えている。 
美術館・工芸館の企画展
数＋自主事業数 

20 21 22 23 

新世紀工芸館における
研修修了者数（累計） 31人 53人 65人 89人 陶芸、ガラス工芸の技術

が次世代に伝えられて
いる。 瀬戸染付研修所におけ

る研修修了者数（累計）
6人 14人 20人 28人 

市民や観光客がやきも
の文化に関心を持って
いる。 

文化施設※入館者数 149,000
人 

154,300 
人 

159,400 
人 

164,500
人 

文化施設の利用に関す
る満足度が高まってい
る。 

文化施設利用者の満足
度 

Ｈ17 
アンケ
ート実
施 

   

※ 文化施設：美術館、新世紀工芸館、マルチメディア伝承工芸館、ノベルティ・こども

創造館、瀬戸蔵ミュージアム 
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        市民と行政の役割分担 

 
○ 文化団体や人材の育成、ネットワー

ク形成などを支援するとともに、そ
のシステムを構築する。 

○ 市民をはじめ幅広い人々が瀬戸の
文化に触れる機会を提供する。 

○ 陶芸とガラス工芸をテーマに、新た
な時代を担う優れた作家を養成す
る。 

○ 文化活動ややきもの文化を支える
文化施設の設備・機能を計画的に更
新する。 

○ 市民や観光客が瀬戸のやきもの文
化について認識を深めることがで
きるよう努める。 

 

行政の果たす役割 
 
○ 芸術活動、創作活動、学習活動、鑑

賞活動、文化交流活動などに積極的
に参加する。 

○ 陶芸、工芸、古窯、瀬戸染付に関す
る企画展や講座、講演会などに積極
的に参加する。 

○ 文化団体が主体的に文化芸術活動
を担う。  

○ 文化団体は自主的な活動、運営、事
業を行う。 

○ 文化事業を推進する組織を設立し、
市民文化の創造・発展に努める。  

○ 各団体のネットワーク化を図る。 
○ 芸術文化に関するワークショップ

型事業※を自主的に行う。 
○ 様々な文化ボランティア活動を行

う。 

 

市民の果たす役割
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ ワークショップ型事業：企画段階を含め実施に至るまで、参加者の共同により行う事業 
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ｄ 都市の活力の源となる市民活動と交流の推進 

 
        背景 

都市の活力は、市民活動をはじめ、様々な交流により生み出されます。こうし

た交流活動は、市民の心を豊かにするとともに、自分たちの暮らしを見直すきっ

かけにもなります。 
市民活動については、その重要性が市民にも認識されており、「第 5 次瀬戸市総

合計画策定に係る市民意向調査（平成 16 年 2 月実施）」では、「家族同士で助け

合う」、「地域の清掃や廃品回収などの活動に参加する」など、自らできることは

自ら行うべきであると考えている市民が全体のほぼ９割に達しました。 
同調査では、さらに、「ＮＰＯ活動やボランティア活動に参加・協力する」こと

について、行うべきであると考えている市民が約７割を占めており、地域社会の

一員として貢献したいと考えている市民が多いことも分かりました。 
さらに、災害時の初期対応やごみ・リサイクルなどの環境問題への対応、地域

における教育力の向上のための取組、子育て支援や高齢者支援など、市民が行動

し、力を発揮することが必要となる場面がより多くなってきています。こうした

場面では、市民が自らのため、地域のために行動することにより、大きな満足感

を得ることができるだけではなく、地域全体としても大きな成果を享受すること

になります。 
一方、今後さらなる進展が予想される国際化に対応していくため、外国籍の市

民も含めて誰もが快適な生活を送ることができる社会の実現とともに、友好・姉

妹都市との交流や愛・地球博の開催で市民の間に盛り上がった国際交流の機運が

さらに広がることが期待されます。 
このように、あらゆる場面における市民活動がより積極的になされるための取

組みが求められます。 
また、本市では、平成 14 年 3 月に男女共同参画社会の実現に向けた具体的な行

動プラン（トライアングルプラン）を策定し、その推進に取り組んでいます。今

後は、行政はもとより、市民、事業所、団体、関係機関の参画を得ながら、さら

に男女共同参画社会の実現を進めていくことが求められます。 
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        目指す姿 

地域の課題を自ら解決するための市民活動や国際交流事業が多方面にわた

って活発に展開されている。また、男女がともに個性と能力を生かし、責任を

分かち合い、あらゆる分野の活動に参画できる社会になっている。 

 

 

        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

市内ＮＰＯ法人数 12 20 25 30 公益活動や助け合いを
実践する市民や団体、
NPO などが増加してい
る。 

市民活動センター及び

ボランティアセンター

登録者数 

4,596

人 

4,800

人 

5,100

人 

5,500

人 

国際センターの会員数 713人 850人 900人 1,000人国際交流活動、国際協力
活動に参加する市民が
増え、国際理解が進んで
いる。 

国際センターが主催す
る事業への参加者数 

1,745人 1,900人 2,100人 2,500人

審議会などの委員に占
める女性の割合 15.8％ 25％ 30％ 35％ 政策や方針の立案・決定

に、男女が共にかかわっ
ている。 市職員管理職に占める

女性の割合 15.9％ 25％ 30％ 35％ 
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        市民と行政の役割分担 

 
○ 市民の社会参加活動や企業の社会

貢献活動を支援する。 
○ 地域、グループなどが行うことので

きる公共サービスについて連携を
図る。 

○ 地域における「共助」の核となる人
材の育成と市民公益活動を実践す
る市民の組織化を支援する。 

○ 市民活動センターの機能を強化す
る。 

○ 企業とＮＰＯとの協働事例が生ま
れるように支援する。 

○ 国際交流の推進、市民の国際理解を
側面支援するための多様なメニュ
ーを用意する。 

○ 国籍を問わず誰もが安心して暮ら
せる社会実現のための支援を行う。
 

○ 男女が等しく参画できる社会の構
築のため、率先して行動するととも
に、関係機関と連携して啓発などの
働きかけを行う。 

○ 男女共同参画推進に向けた指導者
の育成や男女共同参画グループの
支援を行う。 

 

行政の果たす役割 
 
○ 自宅付近の清掃や近所の方への声

がけなど、個人や家庭でできる活動
を行う。 

○ ＮＰＯ、自治会、ボランティアなど
の活動に積極的に参加する。 

○ 地域の課題解決のための活動を積
極的に企画し、広く参加を呼びかけ
る。 

○ これまで行政が行ってきた公共サ
ービスのうち、地域、グループなど
で行うことができるサービスを積
極的に担う。 

○ 国際交流活動に積極的に参加し、国
際的な視野、感覚などを養う。 

○ 瀬戸市国際センターを積極的に活
用する。 

○ 諸外国との国際交流活動を主体的
に行い、多くの市民の交流を促進す
る。 

○ 外国籍市民との積極的な交流を行
い、相互理解を深める。 

○ 男女共同参画の視点を自ら持つよ
う心がける。 

○ 家庭・地域・職場のそれぞれにおい
て、男女共同参画に取り組む。 

市民の果たす役割 
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第２部 市民の安全 
    a  防災体制の強化 

 
        背景 

本市は平成 15 年 12 月に「東南海・南海地震防災対策推進地域」に指定され、

大規模な地震の発生が懸念されており、市民の安全への関心は高まっています。

これまで、本市においては、地域防災計画や防災地区カルテなどの策定をはじめ、

非常時の備蓄資機材の充実や耐震性貯水槽を設置するなどの取組を進めてきてお

り、今後は避難所の耐震化などを進めていく必要があります。 

しかしながら、地震などによる大規模災害時には家屋の倒壊による負傷者の発

生や火災などが同時に多発し、道路なども寸断されることが予測されます。この

ような状況下では公的な救助・救援活動が全ての状況に対処することは極めて困

難と考えられます。 
こうした災害から、一人でも多くの生命や貴重な財産を守るためには、「自らの

生命は自らが守る」「自分たちの地域は自分たちで守る」との意識で日頃から防災

意識を高め、地域における防災力を向上させるとともに、万一、災害が発生した

場合には市民自らが様々な状況に対応することができる体制を確立しておくこと

が求められます。 
 

 
        目指す姿 

地震などの災害に対する備えを強化しているとともに、地域でお互いに協力

しあって防災対策に取り組み、安全に安心して生活を送っている。 
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        成果目標 
目標値 

成果内容 指標 
基準値 H20 H23 H27 

住宅の耐震改修件数 
（累計） 

14 件 54 件 69 件 83 件 

水や食料などの非常持
ち出し品を準備してい
る市民の割合 

H17 
アンケ
ート実
施 

   市民の防災意識が高ま
り、災害に対する備えを
強化している。 

市民の防災意識を高め
る啓発活動の回数 

８回 10 回 12 回 14 回 

地域防災訓練に参加す
る市民の数 

1,811人 2,582人 2,711人 2,840人

地域防災リーダーの数 149人 300人 305人 310人 

地域でお互いに協力し
あって防災対策に取り
組み、地域の防災力が向
上している。 
 災害関連ボランティア

への登録人数 
56人 71人 86人 106人 

災害対策本部の初動体
制が整っている。 

非常配備職員の参集率
※

76.4％
（H15）

80％ 85％ 90％ 

市民が安心して避難で
きるようになっている。 

地震時の避難所に指定
されている小中学校に
おける耐震化施設数 

6棟 17棟 40棟 56棟 

地域として火災の初期
消火体制が整っている。 

市内街頭消火器設置本
数 

1,504本 1,520本 1,530本 1,550本

※  非常配備職員の参集率：災害対策本部からの指令発令後 30 分以内に参集する職員の割

合 
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        市民と行政の役割分担 

 
 
○ 避難所の耐震診断・耐震改修を促進

する。 
○ 災害発生時には、災害対策本部を中

心とした迅速的確な対応により、被
害の拡大を防ぐ。また、道路・河川
などの危険箇所などの情報を得て、防
災関係機関と協力して対処する。 

○ 自治会や防災組織などと連携し、災害
時の情報伝達や被災者支援のための仕
組みを充実する。 

○ 警察などの関係機関と連携して、防災、
救命に関する情報を的確にひろく
市民に提供する。 

○ 市民や地域のより一層自主的な防
災、救命の取組が進むよう啓発を行
うとともに、防災・消防・救急訓練
などの実践の場を提供する。 

○ 市民や地域による自主的な防災組
織の充実、活性化が進むよう活動を
支援する。 

○ 災害時に備え、地域防災リーダーや防
災ボランティアを養成・支援する。 

○ 地域防災力の強化が図られるよう、
街頭消火器、防災資機材を整備す
る。 

行政の果たす役割

 

 

 

 

 
○ 災害用食料などの備蓄、避難所の確

認など自主的に防災対策を行う。

○ 家庭や地域において、防災について
話し合うとともに、対応するために
必要となる情報の入手に努める。

○ 自治会を中心とした自主防災活動
を充実させるとともに、防災関連組
織が実施する活動、消防訓練、各種
講習会などに積極的に参加し、意識
向上、対応能力向上を図る。 

○ 共助の観点で行政などと連携しな
がら、住民自ら防災活動に取り組
む。 

○ 災害の発生時には、救助・救援活動
を行い、地域で互いに助け合う。

○ ボランティアなどの活動に積極的
に参加する。 

○ 災害の発生場所、状況を正確に通報
する。 

○ 災害情報の入手に努める。 

○ 災害現場における市民の活動状況
や被災状況を速やかに連絡する。

○ 災害の状況に応じて速やかに避難
する。 

 

市民の果たす役割
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b 消防体制の強化 

 
        背景 

消防を取り巻く昨今の災害環境を見ると、地震や台風などの自然災害はもとよ

り、大規模かつ特殊な火災、事故に加え、人為的なテロ災害や武力攻撃事態など

にも対応が求められるなど、ますます複雑多様化の傾向が高まっています。また、

高齢社会の進展などに伴い、今後も大幅に救急出場の件数が増加することが見込

まれ、消防に寄せる市民の期待はますます大きくなっています。 

火災などの災害は、自然災害に比べ、市民や地域、事業所などによる予防活動

により、被害の発生そのものを未然に防ぐことができます。火災などの災害にお

ける予防の重要性を改めて認識し、家庭や事業所、地域のそれぞれにおいて火災

予防をはじめとした事前対策をより一層強化していくことが望まれます。 

万一、火災などの災害が発生した場合には、消防隊や救急隊がいかに迅速、的

確な対応をしたとしても、その能力には限界があります。市民一人ひとりが日頃

から初期消火や応急手当に関する知識や技術を身につけ、地域における初動活動

と消防隊や救急隊による活動とがいざという時に連携して行われる体制を強化し、

被害を軽減する必要があります。 
一方、消防における対応は、消防職員、消防団員の技術向上のみならず、地震

などの自然災害やＮＢＣ（放射性物質、生物剤、化学剤）災害などの特殊災害、

あるいは東海環状自動車道における大規模救助事故などにも的確に対処できる最

新の資機材の配備とともに、近隣市町との連携体制を更に強化するなど、活動体

制の整備が必要です。 

また、引き続き救急救命士の育成、高規格救急自動車や自動体外式除細動器を

はじめとした高度救命処置用資機材の整備などにより、救急活動体制を充実し救

命率を向上させることが求められています。 

 
        目指す姿 

市民の火災予防や救命に対する意識が高まり、地域の自主活動が積極的に取

り組まれている。火災・事故の発生時には、市民・地域の初動活動と消防が保

有する施設・人員を効率的に活用した迅速・的確な消防活動とが連携して行わ

れ、市民の身体及び財産の被害が軽減している。 
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        成果目標 
目標値 

成果内容 指標 
基準値 H20 H23 H27 

市民や地域の自助・共助

により火災の発生が減

っている。 

出火率（人口１万人当た

りの出火件数） 

5.2 件

 ※１ 4.8 件 4.5 件 4.1 件

防火管理者の選任義務
違反率 

23.8％
(H16) 

22％ 19％ 15％ 

特定防火対象物の消防
訓練実施率 

12％ 
(H16) 

13％ 14％ 15％ 

事業所における防火管
理体制が整備されてい
る。 
 

危険物施設の定期点検
実施率 

81.3％
(H16) 

93.5％ 94％ 95％ 

消防団員数が増え、消防
団の防災活動力が充実
している。 

消防団員数 
221 人
(H17) 

246 人 255 人 268 人

市民・地域との連携や、
迅速的確な消防隊の活
動により、火災による損
害額が減少している。 

火災による損害額 
（基準値を毎年度1％減
額） 

120,60
1 千円
 ※２

115,80
0 千円 

112,40
0 千円 

107,90
0 千円

普通救命講習受講者数 
13,030
人 

  ※３

21,000
人 

24,000
人 

28,000
人 市民による応急手当と

高度な救急隊の活動に
より、救命率が向上して
いる。 救命率（参考：平成 15

年救急蘇生指標全国平
均値 3.7％） 

3.2％
   ※４ 6.5％ 8.0％ 10.0％

消防の広域化、広域連携
体制が強化されている。 

近隣８市町との境界応
援協定の整備率 

13％ 
（H17）

50％ 70％ 100％

救急救命士の有資格者
数 

18 名 
(H17)

21 名 
(救急
隊員) 

21 名 
(救急
隊員) 

21 名 
(救急
隊員)高度な知識・技術を有す

る消防職員・団員数が増
えている。 消防団員の教養研修受

講者数 
423 名
(H16)

700 名 
(延べ) 

800 名 
(延べ) 

1000
名 

(延べ)

※１：平成 5～16 年の平均値 

※２：平成 7～16 年の平均値 

※３：平成 7～16 年度の受講者延べ人数 

※４：平成 13～16 年の本市救急蘇生指標平均値 
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        市民と行政の役割分担 

 
 
○ 火災、救急などに関する情報を的確

に市民に提供する。 

○ 市民や地域の消防防災・救急対応能
力を強化するよう啓発、支援を行
う。 

○ 法令に基づき、防火対象物、危険物
施設などの適切な指導、検査を行
う。 

○ 査察、検査を通じて、事業所などの
火災予防が的確に行われるよう指
導する。 

○ 消防団の必要性を市民に伝えると
ともに、消防団の活動を支援する。

○ 消防が保有する施設や人員を効率
的に活用し、市民の身体及び財産の
被害を軽減する。 

○ 関係機関と連携し、災害、救急活動
に必要な環境･装備を整備する。 

○ 消防水利（防火水槽、消火栓）の整
備を進める。 

○ 救急車の適正利用などを啓発する。

○ 実働部隊であることを認識し、常に
出動に備えて災害対応能力の向上
に努める。 

○ 消防職員・救急隊員・消防団員の技
術、知識の高度化を進める。 

行政の果たす役割

 

 

 

 

 
○ 火の取扱いに注意する。また、消火

器、水バケツなどの初期消火器具を
備え、取扱いを熟知しておく。 

○ 家の周りに可燃物を放置しない。夜
間にゴミを出さないなど、地域で放
火されない環境づくりをする。 

○ 消火栓・防火水槽などの消防水利が
緊急時に使用できるよう、違法駐車
をしない。  

○ 家庭や地域において、火災予防や救
命について話し合うとともに、対応
するために必要となる情報の入手
に努める。 

○ 共助の観点で行政などと連携しな
がら、住民自ら火災予防活動に取り
組む。 

○ 火災の発生時には、初期消火活動や
救命・救護活動を行い、地域で互い
に助け合う。 

○ ボランティアなどの活動に積極的
に参加する。 

○ 事業所は、施設の防火点検、危険物
の適正管理を行うとともに、事業所
内で自主防災組織を結成し、定期的
に消火訓練、避難訓練を実施する。

○ 市民及び事業所は、消防団活動を理
解し、参加、協力する。 

○ 市民は、積極的に応急手当の技術を
身に付け、急病人、けが人が発生し
たときは、迅速に通報し、適切な応
急手当や傷病者の保護などを行う。

○ 事業所は、周辺で発生した事故など
に際し、迅速に通報し、適切な応急
手当や傷病者の保護などを行う。

○ 事業所や地域で応急手当の普及に
努める。 

○ 救急車の利用方法を正しく理解し、
節度をもって利用する。

市民の果たす役割
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c 防犯・交通安全対策の強化 

 

        背景 

全国的に犯罪が増加する傾向にあり、本市においては、平成 15 年中に 2,026 件

の街頭犯罪が発生しています。また、都市化の進展や生活様式の多様化などによ

り、地域のつながりの希薄化が進み、地域が持っていた犯罪抑止機能が低下して

いるとの指摘もあります。 

これまで、本市においては、町内会などが設置する防犯灯の経費や電気料金の

助成を行ってきました。また、自治会・町内会、ＰＴＡなどが自主防犯活動とし

て夜間パトロールの実施や、地域の愛犬家グループも同様の活動を行っています。

こうしたことを踏まえ、今後、犯罪の防止を図っていくためには、地域におけ

るつながりを強化し、市民や警察、関係団体と市が連携した取組を重点的に行う

ことが求められています。 

本市における交通事故の状況は、平成 15 年中に 895 件の交通人身事故が発生し

ています。これまで、交通安全に関する様々な啓発活動を行うとともに、必要に

応じて道路照明灯やカーブミラーなどを設置し、交通安全対策に取り組んできて

います。また、地域においても自治会が中心となって、「交通死亡事故ゼロの日」

などに街頭監視活動を行っています。

しかし、事故の多くは、道徳心の低下による交通ルールの無視や交通マナーの

低下といったことを背景に発生していることが多いことから、交通安全教育の徹

底と交通安全意識を高めることが求められています。 
 

 
        目指す姿 

市民が防犯、交通安全に対する意識を高め、備えているとともに、地域でお

互いに協力しあって防犯・交通安全対策に取り組み、安全に安心して生活を送

っている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

街頭犯罪件数 
2,026
件 

(H15)

2,005
件 

1,907
件 

1,831
件 市民の防犯意識が高ま

り、犯罪の被害にあう市
民が減っている。 自主防犯活動を行う団

体数 
19 
団体 

21 
団体 

24 
団体 

28 
団体 

交通事故（人身）発生件
数 

895 件
(H15)

870 件 850 件 830 件市民の交通安全意識が
高まり、交通事故にあう
市民が減っている。 交通安全啓発活動への

参加者数 
500 人 550 人 600 人 650 人

 

        市民と行政の役割分担 

 
○ 市民の生命、身体、財産を犯罪や事

故による被害から守るための仕組
みを充実する。 

○ 警察などの関係機関と連携して、防犯、
交通安全に関する情報を的確にひ
ろく市民に提供する。 

○ 市民や地域のより一層自主的な防
犯、交通安全の取組が進むよう啓発
を行う。 

○ 市民や地域による自主的な防犯、交
通安全組織の充実や活性化が進む
よう活動を支援する。 

行政の果たす役割
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 共助の観点で、行政などと連携しな
がら、住民自ら防犯や交通安全に関
する活動に取り組む。 

○ 鍵の２重化、防犯ブザーの設置など
自主的に防犯対策を行う。 

○ 家庭や地域において、防犯、交通安
全について話し合うとともに、対応
するために必要となる情報の入手
に努め、情報の共有化を図る。 

○ ボランティアなどの活動に積極的
に参加する。 

 

市民の果たす役割
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第３部 市民の教育 

a 豊かな人間性と自ら学ぶ子を育てる教育の推進 

 

        背景 

戦後のわが国の教育は、誰もが等しく教育を受けることができるという環境を

つくり、教育水準を高め、豊かな社会の形成や経済の発展の原動力となってきま

した。しかし今日では、家庭や地域社会の教育力の低下、社会の規範意識の低下、

行き過ぎた平等教育による教育の画一化をはじめ様々な課題が指摘されています。 

また、子どもたち自身の体力・学力の低下も懸念されています。 

義務教育の時期にある子どもたちには、自立した人間としての基礎となるとと

もに、よりよい社会の構築に向け、助け合って貢献できる大人になるための基礎

ともなるような教育が求められます。このため、体育・徳育・知育という教育の

三本柱を念頭においた発達を促し、まず健康な体をもち、豊かな人間性・社会性

をそなえて、学ぶ意欲が旺盛で、基礎的な学力を身につけた子どもが育つよう、

学校、家庭、地域が一体となって邁進することが急務となっています。 

このような教育の実践を目指し、文部科学省においては、｢画一と受身から自立

と創造へ｣を合言葉に、教育の構造改革に取り組み始めています。本市においても、

各校長のリーダーシップの下、組織的、機動的に学校運営がなされるように、教

育行政の機構改革を進め、また、家庭･地域･学校･企業などが連携しながら、主体

的かつ創造的に各学校の特色を生かした教育を進める必要があります。 

さらに、家庭や地域から学校教育に寄せられる期待は大きなものがあり、その

声に応えていくためには、わかりやすい授業に向けた指導方法の改善など教員一

人ひとりの資質や能力の向上を図ることが重要になっています。 

     

 

        目指す姿 

豊かな人間性と自ら学ぶ力のある子が育っている。 

・健康な体に育っている。(体育) 

・豊かな人間性と社会性をそなえている。(徳育) 

・自ら学ぶ意欲が旺盛で、確かな基礎学力を身につけている。(知育) 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

学校生活に満足してい
る児童の割合（小学校）

76.3％ 

（H14）
78.0％ 80.0％ 82.0％ 

学校生活に満足してい
る。 学校生活に満足してい

る生徒の割合（中学校）
51.0％ 

（H14）
56.0％ 61.0％ 66.0％ 

健康な体に育っている。 
 

毎日休まずに登校する
児童生徒の割合 

小学校 
 19％ 
中学校 
35％ 

小学校
 22％
中学校 
 38％

小学校 
 23％ 
中学校 
 39％ 

小学校 
 24％ 
中学校 
 40％ 

いじめの発生件数 
11件 

（H15） 
10 件 7 件 5 件 学校生活を通じて思い

やりの心が育っている。
（人間性）

 
 

ボランティア活動に参
加している児童生徒の
割合 

アンケート

実施 
   

 
社会性が身につき、学校
での集団生活を送るこ
とができている。（社会
性）

不登校である児童生徒
の割合 

小学校  
0.45％ 
中学校 
3.12％ 

小学校  
0.39％ 
中学校 
3.02％

小学校  
0.33％ 
中学校 
 2.98％ 

小学校  
0.30％ 
中学校 
 2.96％ 

 
確かな基礎学力が身に
ついている。 

標準学力テストで、全国
平均値を上回る学校数 

小学校はテ

スト未実施

中学校7校

（H17）

小学校
16 校
中学校
8 校 

小学校 
17 校 
中学校 
8 校 

小学校 
19 校 
中学校 
8 校 

わかりやすい授業だと
考えている児童の割合 
（小学校） 

48.3％ 

（H15）
56.0％ 62.0％ 68.0％ 

教員の資質・能力の向上
が図られ、児童生徒がよ
りよい指導を受けてい
る。 わかりやすい授業だと

考えている生徒の割合 
（中学校） 

― 56.0％ 62.0％ 68.0％ 
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   市民と行政の役割分担 

 

 

○ 家庭において、毎日学校へ通い、社
会に適応していける体力を持つ子
どもに育てる。 

○ 思いやりの心を育む家庭や地域環

境をつくる。 

○ 豊かな人間性と社会性をそなえた

子どもに育つよう、社会貢献型の活

動に地域ぐるみで取り組む。 

○ 家庭において、自ら学ぶ子どもに育

てる。 

○ 企業や商店から学校へ講師を派遣
したり、子どもたちが企業や商店の
現場を見たり、体験できる機会を提
供する。 

○ 教員の研修活動をサポートする。

市民の果たす役割

 

○ 社会の変化に対応した学校教育組
織・制度の改革に取り組む。 

○ 学校は、家庭や地域と連携するとと
もに、その特色を生かして主体的に
創意工夫して教育活動を行なう。

○ 子どもたちの自ら学ぶ意欲を育て
るため、思考力、判断力、表現力を
養う機会を与える。 

○ 教員の資質や校長の経営能力の向
上を図るとともに、教員は時代に対
応する能力を身につける。 

 

行政の果たす役割 
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ｂ 家庭･地域やボランティア･ＮＰＯ･学校･行政の連携 

 

        背景 

健康で、豊かな人間性と社会性をそなえ、自ら学ぶ意欲が旺盛で、確かな基礎

学力を身につけた子どもとして育んでいくためには、学校･行政に加え、家庭や地

域、市民や企業のボランティア、ＮＰＯなど様々な主体が、それぞれ主体的にそ

の役割を果たし、かつ連携して行動することが不可欠になっています。 

このような連携が行われるためには、なによりも学校と各主体との間で双方向

に情報が共有されることが前提となります。学校からは、家庭や地域に向け、教

育目標やその実現方策を含む経営計画及び実践結果を積極的に情報提供すること

により、説明責任を果たしていく必要があります。一方で家庭･地域からは、ＰＴ

Ａや学校評議員会などを通して学校経営に積極的に意見を述べ、学校の実践結果

をともに評価し、一緒になって学校経営を改善していく姿勢を持つことが重要と

なります。これらの情報共有や、参加を通し、家庭や地域が実践する教育におい

ても、より主体的で、学校と連携した展開が可能となります。 

こうした学校経営への参加に加え、学校現場においても、一層きめ細かな教科

指導や障害を持つ子どもへの対応のため、学校サポーターとして広く市民の支援

が必要となってきています。 

もとより、行政の果たす役割も重要です。学校施設は、児童生徒が１日の大半

を過ごす場であると同時に、地域住民などの避難所の役割を果たすことから、災

害に強い安全な建物である必要があります。また、小規模校と大規模校との学校

間の規模の格差を無くし、子どもたちにとって望ましい教育環境を実現するため、

小中学校の適正規模・適正配置を進める必要があります。 

学校給食は、児童生徒に安全で栄養バランスのとれた、おいしい給食を調理し

提供することを目的としています。今後は、より安全で効率的な運営に加え、食

育の観点からの取組が求められています。 

 

        目指す姿 

家庭･地域やボランティア(市民･企業など)･ＮＰＯ･学校･行政が子どもの教

育に主体的に関わり、連携してその役割を果たしている。  
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

子どもの教育における
家庭の役割が明確にさ
れ、各家庭が実践してい
る。 

毎朝食事をとる児童生
徒の割合 

児童 

男88.8％

女91.8％

生徒 

男78.9％

女76.0％

(H14) 

児童男

女 

93% 

生徒男

女 

82% 

児童男

女 

94% 

生徒男

女 

85% 

児童男女

95％以上

生徒男女

90％以上

 

教育に関する市民会議
参加者数 

230 人 250 人 270 人 300 人

学校評議員会参加者数 200 人 405 人 405 人 405 人

市全体の教育のあり方、
各学校の教育方針の決
定やその評価の過程に
保護者・市民が主体的
に関わっている。 学校別地区懇談会参加

者数 
1,415 人

(H15) 
1,450 人 1,500 人 1,550 人

学校･学級の経営目標･
計画及び実践結果を保
護者・市民に公開してい
る学校数 

21 校 

(H17) 
27 校 27 校 27 校 

学校が教育について説
明責任を果たしている。 

学校公開日における保
護者の参加割合（年間平
均） 

― 64％ 67％ 71％ 

より多くの市民（ボラン
ティア・ＮＰＯなど）が
学校教育活動を支援し
ている。 

学校サポーターの年間
活動延べ日数（一校あた
り） 

300 日 400 日 500 日 600 日

市民が障害を持つ子ど
もの教育について理解
し、ノーマライゼーシ
ョンの理念のもとに
積極的に支援している。 

障害児対応サポーター
の数 

18 人 
(H17) 

20 人 25 人 30 人 

耐震構造になっている
学校施設数 
（体育館を含む 77 棟）

6棟 17棟 40棟 56棟 
子どもたちが安全な環
境で学んでいる。 

大規模改修工事が済ん
だ学校数(22 校の内) 

2校 3校 4校 6校 

子どもたちが適正規
模・適正配置の学校で学
んでいる。 

適正規模・適正配置の学
校で学ぶ児童生徒の割
合 

67.4％
(H15)

71.7％ 76.6％ 78.0％

成長に必要な栄養価を
充足した給食が提供さ
れる。 

栄養基準量(11 項目)の
充足項目数 
①小学校 ②中学校 

①8 
②6 
(H15)

①9 
②7 

①9 
②8 

①9 
②9 

喜んで給食を食べる子
どもが増える。 

給食に満足している児
童・生徒の割合 

85% 
(H14)

86% 88% 89% 
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   市民と行政の役割分担 

 

 

○ 家庭において、親子の会話や意思の
疎通を努めて行なう。 

○ 家庭において、子どもの規則正しい
生活習慣形成など、必要なしつけを行
う。 

○ 学校行事やＰＴＡ活動、学校経営･
学校評価に係る会議などに参加・支
援し、より良い学校教育に寄与す
る。 

○ 地域の子どもは地域で育てるとい
う意識を高める。 

○ 学校教育活動を支援するため、ボラ
ンティア、サポーターとして積極的
に参加する。 

○ 障害児教育について理解を深め、そ
の教育活動を支援する。 

○ 学校と連携して安全な地域環境づ
くりに努める。 

○ 食育について関心を持ち、子どもに
食物の大切さを教え、正しい食習慣
を身につけさせる。 

市民の果たす役割

 

○ 市民が子どもの教育や学校運営に
主体的に関わるために必要な情報
提供や仕組みづくりを行なう。 

○ 学校は、経営目標･計画及び実践結
果などの説明責任を果たす。 

○ 学校から地域に情報を発信し、市
民・地域と交流を深める。 

○ 地域の人材が学校において、ボラン
ティア、サポーターなどとしてその
知識や能力を生かせる仕組みを作
る。 

○ 障害児教育について、啓発事業を推
進する。 

○ 施設のバリアフリー化を進め、普通
学級における障害児に対するサポ
ーター制度の充実を図る。 

○ 学校施設の安全性を確保する。 

○ 学校における防犯意識の向上と安
全管理の徹底を図り、非常事態にお
ける対応について、保護者や地域、
関係機関などによる連携体制を整
える。 

○ 適正規模の教育環境とするため、適
正配置などを計画的に実施する。

○ 子どもたちに食育指導を行い、食に
ついての正しい理解と望ましい食
習慣を身につけさせ、自己の健康管
理ができるようにする。 

○ 調理設備のドライ運用により給食
の安全性を高め、栄養バランスのと
れた、おいしい学校給食を効率的な
運用のもとに提供する。 

行政の果たす役割
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ｃ 文化財･郷土の歴史の保存・継承 

 

        背景 

現在、市内には、陶磁器をはじめとして絵画、彫刻、工芸品、書籍、古文書な

どの文化財が多く残されており、これまで陶磁器などのやきものを中心に収集し、

その歴史について調査研究、保護活動などを行なってきました。 

今後は、有形・無形文化財や郷土の歴史の保護・保存にとどまらず、学校教育

や生涯学習、観光などと連携してこれらを普及し、次世代に伝えていく必要があ

ります。 

 

        目指す姿 

文化財が保存・継承され、市民が郷土の歴史に関心を持ち、次の世代に伝え、

郷土に対する誇りと愛着を持っている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

重要な文化財が保存さ
れている。 

指定文化財数 
国10件

県10件

市40件

国10件 

県12件 

市48件 

国11件 

県13件 

市52件 

国12件

県14件

市62件

市民が郷土の歴史に関
心を持っている。 

文化財普及事業※への
参加者数 

3,600人 3,700人 3,700人 3,700人

市民が文化財に関する
資料・情報などを利用
し、郷土の歴史を普及・
継承している。 

市が提供した資料・情報
を利用して行われた事
業・活動への参加者・利
用者数 

11,000人 103,260人 108,260人 118,260人

 

※  文化財普及事業：企画展・講演会・文化財講座・出土品展・現地
説明会など 

 

        市民と行政の役割分担 

 

○ 文化財の調査・指定・保護を行う。

○ 郷土の歴史の保存・継承に努める。

○ 啓発活動を行なうことにより、市民
が郷土の歴史への認識を深め、次の
世代に伝える担い手になれるよう
支援する。 

 

行政の果たす役割

 

○ 地域の歴史に関心を持ち、次の世代
に伝える。 

○ 地区公民館において、地域の歴史講
座を開催するなど、地域の歴史の掘
り起こしを活発に進める。 

○ 郷土の歴史に関する企画展や講座、
講演会などに積極的に参加する。 

○ 市内に保有されている様々な文化
財の情報を行政に提供する。 

市民の果たす役割
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ｄ 市民の学びによる社会貢献の推進 

 

        背景 

生涯学習に取り組む市民は、時代を反映して年々増加しています。また、生涯

学習は、健康・スポーツ、職業上必要な知識・技能、ボランティア活動・地域活

動、文化活動など多岐にわたっています。 

「より豊かに生きること」、「社会の中で自分を生かすこと」は、市民の願いで

す。そのために、今後はより多くの市民が主体的に学習でき、さらには市民自ら

が学習者であると同時に学習指導者であるという視点に立ち、学習成果を地域社

会に還元できる仕組みづくりが必要といえます。 

このような視点に立ち、市民自らの企画・実行による生涯学習システム（オー

プンキャンパス）の構築を図り、市民の学習活動に広がりを持たせる必要があり

ます。加えて、市民主体で運営される地区公民館活動の支援強化や、さらに開か

れた運営に向けた取り組みも求められています。また今後は、大学や民間などと

の連携による新しい、より専門的な学習機会の充実が必要です。 

また、生涯学習の活動を支えるため、図書館をはじめとして、生涯学習支援施

設の充実を図り、学校開放の促進なども必要となります。 

近年、生活の利便性や物質的な豊かさがもたらされた一方、身体を動かす機会

が減少し、体力や運動能力が低下するなど様々な問題が生じています。こうした

状況においては、市民がスポーツを日常生活の中に取り入れることにより、スポ

ーツを通して心と体の健康を保持増進し、明るく活力に満ちた生涯スポーツ社会

の実現を進めていく必要があります。 

これまでは市の開催する大会や教室に参加する市民は一部であり、そのほかの

スポーツ活動も学校や職場を中心としたものに限られてきましたが、今後は多く

の市民がいつでも、どこでも、だれとでも気軽にスポーツを楽しむことができる

よう、施設の整備・活用を進めるとともに、市民主体のスポーツ活動への支援が

求められています。 

 

 

        目指す姿 

市民が自ら学び、お互いに学び合い、自ら行動することで、自己を高め、社

会に貢献している。 
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       成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

生涯学習を｢地域や社会
をよりよくする｣目的で
行う市民の割合 

13.5％

(H14) 
15％ 17％ 20％ 

生涯学習の成果を生
かして、地域や社会を
よりよくする活動に
取り組む市民の数が
増えている。 学習指導者※１の数 140人 280人 430人 620人 

何らかの生涯学習に取組
む市民の割合 

70.9％
(H14)

73％ 76％ 80％ 

生涯学習に取り組む
市民が増えている。 市立図書館･地域図書館※

２における市民１人あた
り図書などの貸出点数 

4.6 冊
(H15)

4.7 冊 4.8 冊 5 冊 

市民自らの企画・実行に
よる生涯学習システム参
加者数(IT 講習会、モアスクー

ル含む) 

1,432人 1,800人 2,400人 2,800人
市民相互の学びあい
が盛んになっている。 

地区公民館の利用人員数 363,913人 430,000人 440,000人 450,000人

学校・企業・民間生涯
学習関連機関・行政の
連携により、市民の学
習機会が広がってい
る。 

学校・企業・民間生涯学
習関連機関・行政の連携
による生涯学習プログラ
ムへの参加者数(大学コンソ

ーシアム含む) 

1,111
人 

1,900 人 2,200 人 2,300 人

市民の生涯学習に必
要な情報やその所在
がわかりやすくなっ
ている。 

図書館への資料所在問い
合わせ(レファレンス)件
数のうち、必要な情報や
その所在が判明した割合 

約70％
(H15) 

80％ 80％ 80％ 

スポーツを通じて市
民の健康が増進して
いる。 

健康寿命 
 

男性

76.7 歳

女性

79.9 歳

   

日ごろから運動している
市民の割合 

36.1％
(H14) 

42.6％ 45.8% 50.1% 

体育課所管スポーツ施設
の利用者数 

542,047人560,000人 590,000人 630,000人
スポーツをする市民
が増えている。 

学校開放施設利用者数 
人 

99,000 
人   

109,000 
人  

114,000 
人 

119,000 

自主的に仲間を募っ
てスポーツを楽しむ
市民が増えている。 

地域住民の自主運営によ
る総合型地域スポーツク
ラブに参加する市民の数 

500人 2,000人 3,000人  4,000人 

※１  学習指導者：登録講師、ＩＴ講習会、モアスクール、図書館サポーターを含む 

※２  地域図書館：学校などの施設を活用し、市民が運営を担う地域の図書館のこと 
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   市民と行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 学習指導者･スポーツ指導者･図書館
サポーター･ボランティアなどとし
て、自らの学習成果を積極的に地域
へ還元する。 

○ 図書館について基本的な理解を深
め、支援に必要な知識や技術の習得
に努め、図書館運営に積極的に参加
する。 

○ 読み聞かせなど、子どもが本に親し
める環境作りに地域で取り組む。 

○ 地区公民館や図書館などにおいて、
市民自ら講座を立ち上げるなど、学
び合いの機会を設けて、参加する。

○ 各種講座・セミナーや地域で開催さ
れる行事などの学習機会を積極的に
活用し、自ら意欲的に学習に取組む。

○ 地区公民館の運営や活動について理
解し、積極的に参加・協力する。 

○ 地域住民が発行した地域資料や郷土
に関する資料・情報を図書館に提供
する。 

○ 健康への関心を高め、スポーツに親
しむよう心がける。 

○ 地域で自主的・主体的に運営するス
ポーツクラブを結成し、積極的に参
加する。 

市民の果たす役割

 

○ 学習成果を地域に還元する仕組みをつ
くる。 

○ 学習指導者・スポーツ指導者を育成す
る。 

○ ボランティア活動を通して自己実現や
社会貢献を図ろうとする市民に、活動
の場や機会を提供する。 

○ 多くの市民が市立図書館･地域図書館
を支え、市民参加での図書館運営が行
われる仕組みをつくる。 

○ 市民相互の学び合いや、市民のだれも
がスポーツを楽しむグループを自主的
に作ることが容易にできる仕組みをつ
くる。 

○ 学校・企業・民間生涯学習関連機関と
行政が連携して生涯学習の機会を提供
できる仕組みをつくる。 

○ 市民がライフステージに応じて自由に
主体的な学習活動に取り組める環境を
整える。 

○ より多くの市民に使いやすい地区公民
館となるよう運営を支援する。 

○ 学校・公民館・体育館などを、生涯学
習･生涯スポーツの地域拠点として多
目的に活用する。 

○ 民間のスポーツ施設が有効利用できる
仕組みをつくる。 

○ 誰もが生涯学習に取り組む機会を得ら
れるよう、情報を発信する。 

○ 全国の図書館とのネットワーク化や地
域図書館の設置など効率的･効果的方
法により、市民が必要とする情報を入
手できる機会を広げる。 

行政の果たす役割
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第４部 市民の健康と福祉 
a 地域でともに支えあう仕組みが整っている社会の実現 

 
 
        背景 

近年、地域福祉を取り巻く環境が大きく変化しています。 
変化の一つ目は、国を中心とした社会福祉から市町村を基盤とした社会福祉へ

と変わりつつあることです。 
二つ目は、社会福祉の基本的な仕組みが「措置から契約」に変わり、利用者が

自己選択・自己決定ができるようになったことです。 
三つ目は、社会福祉の規制緩和によって、いろいろな方たちが関わりを持つ機

会が増え、民間事業者から多くの福祉サービスの提供を受けることができるよう

になったことです。 
これは、市民自らが自分たちの地域のことは、責任を持って決定・行動する、

すなわち、自分たちの地域の社会福祉を創り出すことができるようになったと同

時に、自分たちで創り出すことを求められている、ということでもあります。 
瀬戸のまちで、子どもからお年寄りまで、障害のある人もない人も、誰もが住

み慣れた地域で安心して暮らしていくことは、すべての市民の願いです。 
そのためには、市民自らがより良い生活の実現に努め、地域を構成する事業者

や NPO などとともに地域福祉の主体として行政と協働し、力を出しあって「地域

の力」で支えあっていく仕組みづくりが求められています。 
 

 
        目指す姿 

市民一人ひとりが地域において生き生きと自立したその人らしい生活を送るこ

とができるよう、市民自らがより良い生活の実現に努め、持てる力を発揮し、「地

域の力」で支えあっている社会になっている。 

 

 40



 
 

        成果目標 
目標値 

成果内容 指標 
基準値 H20 H23 H27 

福祉や健康分野でボラ

ンティア・市民活動して

いる人数 

6,053

人 

6,300

人 

6,600

人 

7,000

人 

ボランティア・市民活動

センターなどに福祉や

健康分野で登録してい

る団体数 

98 団

体 

110 団

体 

122 団

体 

138 団

体 

共助の活動を実践する

市民が増えている。 

 

ボランティアコーディ

ネーター数 
30 人 45 人 60 人 80 人 

  

       市民と行政の役割分担 

 
○ 市民と行政が協働して支えあうた

めの仕組みづくりに取り組む。 

○ 地域福祉活動にかかわる団体やボ

ランティア・ＮＰＯなど、各団体間

の情報交換や連携を支援する。 

○ 地域における総合的な福祉拠点

として地域包括支援センター※

を位置付け、活用していく。 

○ 保健・福祉・医療の関係機関・関係

団体と相談業務の連携を図り、総合

的な相談体制の構築を図る。 

○ 市民一人ひとりが様々な形で地域

福祉に携わることができるよう、福

祉講座など人材育成につながる

様々な講習会・研修会を開催する。

○ ボランティアの養成・確保や活動の

活性化のため、ボランティアセンタ

ーを周知し、支援するとともに、ボ

ランティアの募集、登録方法などに

ついても周知する。 

行政の果たす役割

 
○ 一人ひとりがより良い生活の実現

に努める。 
○ 地域で支援を必要とする人を地域

で支えあう。 
○ 自分たちの地域のことは、自分たち

が責任を持って決定していく地域
福祉の仕組みづくりに取り組む。

○ 地域福祉の担い手やコーディネー

ターを地域で育てる。 

○ 公民館や集会所を地域福祉活動の

拠点として活用する。 

○ 困りごとや不安を抱え込まないで、

民生委員児童委員などに気軽に相

談する。 

○ 地域での世代間交流を積極的に推
進する。 

○ 事業者などは提供しているサービ
スの内容や費用負担、相談内容など
について、積極的に情報提供する。

○ 事業所などが相互に情報交換を行
い、サービスの向上に取り組む。

○ 事業所などと行政とが連携したネ
ットワークづくりに取り組む。 

市民の果たす役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※  地域包括支援センター：高齢者が地域で生活していくための総合的な相談や予防マネ

ジメント機能を有する包括的拠点。 
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b 次世代を担う子どもが健やかに生まれ育つ社会の構築 

 
        背景 

女性の社会進出による子育てと仕事の両立の難しさ、子育ての負担感や不安感

の高まり、個人の価値観の多様化を背景とした未婚・晩婚化などによる出生率の

低下が進行しています。 

少子化は、本市の将来に大きな影響を与える問題です。 

また、核家族化とあわせて地域とのつながりも希薄になっている生活の中で、

子育てに対する不安はかつてないほど増大し、特に、育児不安を抱える母親の孤

立化は、児童虐待や育児放棄に繋がるものとして大きな社会問題となっています。 
子育てに対する問題は、このような育児にかかる問題にとどまらず、一方では、

青少年の非行問題として社会的な不安を大きくしています。 

近年、低年齢化している少年の凶悪犯罪の続発などは深刻な状況にあり、その背

景には、社会環境の悪化と社会全体のモラルが低下する中で、家庭を含めた人間関

係の希薄化と社会の基本的なルールへの認識が弱まっていることが考えられます。 

このような青少年の非行問題を含めた子育ての問題は、家庭が基本にありますが、

家庭だけでは解決できるものではなく、地域全体で見守り、支援をしていく社会の

あり方が問われています。 

すべての子どもの人権が尊重され、子ども自身が持つ育つ力、家庭ではぐくむ

力、地域全体で支えあう力が一つになり、子どもが健やかに生まれ育つ社会環境

を再構築していくことが最も重要な課題となっています。 
 
 
        目指す姿 

子育てに喜びと自信を感じ、子どもを慈しみ大切にする親が増え、地域で守

り育てる意識が広がり、次世代を担う子どもが健やかに生まれ育つ社会になっ

ている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

子どもを安心して生み
育てることができるよ
うになっている。 

合計特殊出生率 
1.09 
(H15)

   

子育てに喜びを感じて

いる親が増えている。 

子育てを楽しいと思う

親の割合 
92.4％ 94％ 95％ 97％ 

生活習慣が身について

いる子どもが増えてい

る。 

朝食をとる子どもの割

合 

児童 
男88.8％
女91.8％
生徒 

男78.9％
女76.0％
(H14)

児童男

女 
93% 
生徒男

女 
82% 

児童男

女 
94% 
生徒男

女 
85% 

児童男女 
95％以上

生徒男女 
90％以上

 

子育て支援関係の団体

数 

22 団

体 

26 団

体 

30 団

体 

34 団

体 

子育て支援関係の団体

で活動する人数 
919 人

1,000

人 

1,100

人 

1,200

人 

子育てを支援する市民

が増えている。 

ファミリーサポートセ

ンターの登録者数(援助

会員) 

73 人 150 人 200 人 250 人

将来の子育てに希望が

持てる若者が増えてい

る。 

保育園児との交流体験

をした中高大生の数 
830 人

1,100

人 

1,200

人 

1,300

人 

青少年の健全育成のた

めの、より強固な地域体

制ができている。 

地域における青少年健

全育成団体※数 
3 団体 3 団体 3 団体 4 団体

※  地域における青少年健全育成団体：青少年の健全育成に向けて、学校はじめ広く地域

の各種機関・団体で組織されたもの。 
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        市民と行政の役割分担 

 

○ 家庭で子どもの基本的な生活習慣
の形成が徹底できるよう支援する
とともに、様々な人に出会ったり、
多様な体験活動ができるような機
会を提供する。 

○ これから親になる人たちに子育て
の楽しさを知る機会を提供する。

○ 地域の親や住民が力を合わせて地
域の子どもを守り育てる仕組みづ
くりを支援する。 

○ 地域に向けた子育て事業を展開し、
地域の子育て支援協力者の育成の
一役を担う。 

○ 児童が安心して遊べる場と機会を
提供する。 

○ 保育園が各地域のコーディネート
役となって地域の養育力を高める。

○ 保育園では、人との関わりを重視す
る保育を実施し、人を大切にし、思
いやりのある子どもに育てる。 

○ 青少年の健全育成に向けて、家庭・
地域・各行政機関が連携して問題の
発生予防や早期発見・対応ができる
ようコーディネートする。 

○ 青少年にとって有害となる環境に
ついての情報を収集するとともに、
関係機関に対して提供し、連携を図
る。 

○ ボランティア活動や高齢者・障害者
との交流活動を通じ、福祉の心を育
む教育活動を推進する。 

○ 障害児に基本的生活習慣や生活の
仕方など、日常生活に必要な基礎的
な力をつけるための療育を行う。

行政の果たす役割

 
○ 子どもの基本的な生活習慣の形成

を徹底するとともに、様々な人に出
会う機会をつくったり、多様な体験
活動をさせるようにする。 

○ 親が子育てについて学び、考え、自
分の子育て観をつくり、親としての
自覚を持ちながら、子育て仲間と一
緒に子育てを楽しんだり、子育ての
悩みを相談し合ったりする。 

○ 地域の子どもは地域で守り育てる
意識を持ち、子どもを通して人との
つながりを深めながら、日常生活の
中で取り組むことができる子育て
支援活動を行う。 

○ これから親になる人と子育て経験
者が語り合い、家族や子育ての良さ
を共有する。 

○ 子どもたちへの声掛けや注意、助言
ができる地域づくりを行う。 

○ 地域で危険箇所を見回り、関係機関
などと情報を共有する。 

○ 地域活動に青少年が積極的に参加
できる体制を整える。 

○ 家庭での福祉教育の大切さを理解

し、実践する。 

○ 青少年や児童の思いやりの心を育
てる。 

○ 障害児に対する理解を深め、ボラン
ティアとして協力する。 

市民の果たす役割 
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c 健康な市民生活の実現 

 

        背景 

食生活を中心とした生活様式の変化や便利さの中での運動量の減少、社会の急

速な変化によるストレスの増加による糖尿病・心臓病・がんなどの生活習慣病や

高齢化の進展に伴う寝たきり・認知症などの要介護者の増加は、深刻な社会問題

となっています。 
これらの病気や介護にかかる家族や社会の負担は、年々増加しており、今後、

少子化が進む中で社会保障制度を維持していくためには、生活習慣病や要介護者

をいかに少なくするかが大きなテーマとなっています。 
自立した生活を営むために、健康は最も大切な条件です。「事後の対策」から「事

前の予防」へ発想を転換し、市民一人ひとりが心や身体の健康を日々意識し、積

極的に健康づくりに取り組むことが必要ですが、これを支えるために、地域社会

全体が健康づくり意識を高め、地域ぐるみの健康づくりに発展させていくことが

求められています。 
 

 
      目指す姿 

市民一人ひとりが健康づくりに取り組み、地域全体が健康意識を高め

る中で、地域ぐるみの健康づくりが行われている社会になっている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

健康寿命※

男性 76.7 歳

女性 79.9 歳

（H16） 

   

健康な市民が増えてい

る。 
生活習慣病疾病者

率 
67％ 63％ 60％ 56％ 

「一日３０分以上

歩く」市民の割合 
49.4％ 60.0％ 66.0％ 70.0％

健康ウォーキング

参加者数 
1,700 人 

1,900

人 

2,100

人 

2,300

人 

健康づくりに励んでい

る市民が増えている。 

健康イベント参加

者数 

4,800 人 5,300

人 

5,800

人 

6,300

人 

医療費の適正化が図ら

れ、国民健康保険制度が

適正に運営されている。 

一人当たり医療費

の県内市の順位 
2 位 6 位 8 位 10 位 

保健推進員の数 670 人 920 人 
1,070

人 

1,270

人 
健康づくり関係の市民

ボランティアが増えて

いる。 食生活改善推進員

の数 
135 人 195 人 255 人 315 人

※  健康寿命：健康で元気に生活できる期間のこと。 

 

        市民と行政の役割分担 

 

○ 健康づくりへの支援を行う。 
○ 疾病予防・生活習慣病予防への支援

を行う。 
○ 疾病の早期発見のための健康診査

を行う。 
○ 子どもたちへの予防接種や健康診

査などを行う。 
○ 健康づくりを促進する市民ボラン

ティアの育成・支援を行う。 
○ 国民健康保険制度の健全な運営を

図る。 
○ 国民年金制度の活用により、市民の

老後の生活基盤を安定化する。 
○ 社会的弱者に対する医療面からの

支援を行い、不安のない市民生活を
支援する。 

行政の果たす役割

 

○ 自らの健康に対する意識を高く持
ち、健康づくり活動に取り組む。

○ 食生活の習慣に留意し、適切な栄養
摂取に心がける。 

○ 子どもたちの予防接種や健康診査
を適切に受けさせる。 

○ 健康づくり関係のボランティア活
動に積極的に取り組む。 

○ 閉じこもり予防、仲間づくり、生き
がいづくりに努める。 

○ 国民健康保険や国民年金などの趣
旨を理解し、義務を果たす。 

 

市民の果たす役割 
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d 障害を持つ人が自立した生活を営むことができる社会の実現 

 

        背景 

どのような障害を持つ人であっても、持てる能力を発揮し、自立した生活を営

むことができる社会の実現が求められています。 
このようなノーマライゼーションの実現には、生活の障壁（バリア）を取り除

くことはもとより、地域住民の心のバリアの解消が欠かせません。 
また、障害を持つ人が住み慣れた地域で生活を営むことができるためには、必

要なサービスが受けられ、持てる能力を就労に結びつけることができる環境づく

りが求められています。そのためには、行政だけではなく事業所、地域住民、ボ

ランティア、ＮＰＯなど地域全体で障害を持つ人の自立した生活を支援する社会

を形成していくことが必要とされています。 
 
 

      目指す姿 

在宅重視の福祉サービスが整う中で、障害を持つ人が持てる能力を発

揮し、地域で支えられながら、積極的に社会参加し自立した生活を営ん

でいる。 
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       成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

グループホーム※が増

え、地域で暮らす障害者

が増えている。 

グループホーム施設の

受入れ定員数 
8 人 

   

在宅障害者における日

中活動場所の数が増加

している。 

認可・無認可施設及びデ

イサービス施設の受入

れ定員数 

232 人

   

障害者を支援する市民

団体・ＮＰＯが充実して

いる。 

障害者支援関係の団体

数 

36 団

体 

40 団

体 

43 団

体 

47 団

体 

障害者を支援する市民

が増加している。 

障害者支援関係の非営

利活動に取り組む人数 
927 人

1,020

人 

1,100

人 

1,200

人 

持てる能力を活かして

障害者が就労している。 

民間企業における障害

者の実雇用率（瀬戸・尾

張旭） 
％ ％ ％ 

1.8％

以上 

※  グループホーム：障害者や高齢者が少人数単位で、共同生活を営む場のこと。 

 

 

  市民と行政の役割分担 

 

○ 地域での生活支援として、在宅福祉
サービスの充実を図る。 

○ 地域福祉活動への市民参加を支援
する。 

○ 障害を持つ人の社会参加を支援す
る。 

○ 障害者を持つ人の雇用促進を支援
する。 

○ 地域福祉権利擁護事業や成年後見
制度など障害を持つ人の権利擁護
を周知し、利用促進を図る。 

○ 障害を持つ人が安心した生活を送
ることのできる地域社会を目指し
た心のバリアフリーへの啓発活動
を推進する。 

 
○ ノーマライゼーションの理念を理

解する。 

○ 障害を持つ人の持てる能力を活用

して、積極的に雇用する。 

○ 地域福祉権利擁護事業や成年後見
制度などを活用する。 

 

行政の果たす役割市民の果たす役割 
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e 高齢者が生きがいを持って、安心して暮らせる社会の実現 

 

        背景 

市内の高齢者の割合は、年々高くなってきており、核家族化の進行によって一

人暮らしや高齢者のみの世帯が増加し、地域とのかかわりが薄らぐ中で閉じこも

りや家庭での介護など様々な問題が生じています。 
また、就労意欲があってもその機会に恵まれず、日々漫然と暮らしているとい

う高齢者も少なくなく、高齢者の生きがいづくりが社会的な課題ともなっていま

す。 
高齢者は、長い人生の中で培った豊かな経験や知識を地域社会の一員として生

きがいと役割を持って、地域の様々なニーズに活かすことが期待されます。 
高齢者の誰もが住み慣れた地域で安心して、生きがいと喜びを感じながら活力

に満ちた暮らしを営んでいくためには、保健、医療、介護、福祉のほか権利擁護

の視点を含めた総合的なサービスの提供が必要となっていますが、このためには、

行政や事業者、ボランティアや NPO などの団体、個々の市民さらには高齢者自ら

もサービスの提供主体となって地域全体で支えていくことが求められています。 
 
 

      目指す姿 

高齢者が自ら持てる能力を活用して地域社会に貢献し、生きがいを持

って日々生活しており、介護など支援が必要となった時には、安心して

サービスを受けられる体制が整い、これを支える市民・事業者が十分に

存在している。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

元気で暮らす高齢者の

割合が増えている。 

「要介護２～５」の認定

率 
7.9％

   

地域における自立生活

へのサービス支援が充

実している。 

ふれあいネットワーク
※への登録者数 

995 人
1,200

人 

1,350

人 

1,600

人 

訪問介護サービス延べ

利用日数 

135,624

日 

166,315

日 

181,736

日 

204,544

日 老人福祉に必要なサー

ビスが提供されている。 
老人グループホーム※

施設の受入れ定員数 
36 人 54 人 63 人 72人 

老人クラブ加入者数 
4,741

人 

4,770

人 

4,800

人 

4,840

人 生きがい活動に参加す

る高齢者が増えている。 シルバー人材センター

登録者数 
370 人 450 人 510 人 590 人

※  ふれあいネットワーク：地域が連携して一人暮らし高齢者などの安全を確認するため

のネットワークのこと。 

※  グループホーム：障害者や高齢者が少人数単位で、共同生活を営む場のこと。 

        市民と行政の役割分担 

 

○ 地域での生活支援として、在宅福祉
サービスの充実を図る。 

○ 高齢者の生きがいづくりの機会を
提供する。 

○ 高齢者の就業機会の確保に向けて、
シルバー人材センター事業の充実
を支援する。 

○ 高齢者を支援するボランティア、
NPO 活動を促進する。 

○ 介護の必要なく自立した日常生活
を送れる高齢者に対し、養護老人ホ
ームを「生活の場」として提供する。

○ 地域福祉権利擁護事業や成年後見
制度など高齢者の権利擁護を周知
し、利用促進を図る。 

行政の果たす役割

 

○ 高齢者は、自立の気持ちで生きがい
を持って生活する。 

○ 高齢者は、今までに身につけた知識
や経験を活かし、ボランティアやＮ
ＰＯ活動に積極的に取り組む。 

○ 元気な高齢者の力を活かすため、Ｎ
ＰＯなどの主導で、地域で生きがい
を見出し、支えあい活動をする場づ
くりに取り組む。 

○ 地域福祉権利擁護事業や成年後見
制度などを活用する。 

 

市民の果たす役割 
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ｆ 生活支援が必要な市民の自立の実現 

 
        背景 

近年、離婚やリストラによる失業などにより突然、それまでの生活基盤を失う

という世帯が増加しています。継続的に生活が安定しない母子家庭などに対する

経済的な支援や技能習得のための支援のほか、傷病などで就労ができずに生活支

援が必要な世帯には、生活保護が必要となります。 
日常生活において、自立を実現するためには、自己の健康管理、生活管理や地

域での支えあいも大切なことであるとともに、生活支援が必要な市民が地域社会

の一員としての自覚を持ち、自らが積極的に地域活動に参加することによって、

充実した地域生活を行うことが重要となります。 
 

 

        目指す姿 

生活支援が必要な市民が健康で文化的な生活水準を維持しながら、自立するよう

努めている社会になっている。 

 

       成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

生活保護世帯から自立

した世帯が増えている 

1 年間で自立した世帯

率 
3.8％ 4.6％ 5.8％ 6.9％

  
 

        市民と行政の役割分担 

 

○ 生活支援が必要な市民への差別や偏
見がなく、安心した生活を送ること
ができる地域社会への啓発活動を推
進する。 

行政の果たす役割

 
○ 生活支援の必要な市民が地域活動

に参加できる場をつくる。 

市民の果たす役割 
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第５部 都市の基盤 
a 市民生活を支える道路の計画的な整備 

 
        背景 

瀬戸市では、古くから市街地が形成されたことにより、道路などの都市基盤の整備

が遅れており、「第 5 次瀬戸市総合計画策定に係る市民意向調査（平成 16 年 2 月実施）

」においても「道路が整備され、移動手段が整っており、利便性が高い」状態を求め

る声が寄せられています。 
瀬戸市の道路網は中心市街地を東西と南北に貫く放射状になっており、中心市街地

においては慢性的な交通渋滞が発生しております。また、狭隘な道路により緊急車両

などが進入できないといった状況も見られます。 
このようなことから、生活、観光、通過といったその交通目的に応じた総合的な道

路ネットワークの形成が必要であり、計画的な道路整備による円滑で快適な交通の確

保と高齢者などの交通弱者をはじめ、すべての利用者を考慮した質の高い歩行空間の

形成を図っていく必要があります。 
道路は、車両や歩行者、物流などの移動空間としての役割や、市民生活に不可欠で

ある水道、電気、ガス、下水道といったライフラインを整備していく空間としての役

割も有しており、現在、市が管理する道路は約 650km あります。 
これらの道路について、適切な維持管理により、事故を未然に防ぐことが必要であ

り、道路に付帯する交通安全施設として、道路照明灯、カーブミラー、防護柵などに

ついても、適切な整備、維持管理を進める必要があります。 
 

 
        目指す姿 

市民生活を支える道路が計画的に整備され、市民が安全・快適に生活してい

る。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

Ｈ17    
道路が整備され、利便性

アンケ
が高いと思う市民の割
合 

ート実
施 

道路の計画的な整備が
進んでいる。 

都市計画道路整備率 47.8% 49.2% 49.5% 57.3%

道路、交通安全施設など 道路、交通安全施設など
が適切に維持管理され における管理不備によ 7 件 0 件 0 件 0 件 
ている。 る事故件数 

 

        市民と行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 計画的に道路を整備する。 
○ 都市計画道路の整備にあたっては、

質の高い歩行空間の形成を図る。 

○ 道路整備についての情報提供を行

う。 
○ 道路などの適正な維持管理を行う。

○ 交通安全施設の整備と適正な維持
管理を行う。 

○ 道路の清掃などについては、市民の
協力が得られるよう啓発・支援を行
う。 

行政の果たす役割 市民の果たす役割

 
○ 道路の整備について理解を深め、協

力する。 
○ 道路などの損傷状況についての情

報を提供する。 
○ 道路などの清掃、除草に協力する。

○ 道路に隣接する個人敷地内の植栽
などを管理する。 
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ｂ 水や緑との触れ合いの場の創出 

 
        背景 

都市における公園、河川、緑地といった身近な緑は、都市に潤いをもたらすととも

に、レクリエーション、健康づくり、交流の場となるほか、災害に対する都市の安全

性を確保する上で、重要な役割を担っています。 
瀬戸市は、緑豊かな丘陵地から瀬戸川、矢田川、水野川が流れ、これらの河川沿い

に形成された市街地を森林が取り囲んでおり、瀬戸川、吉田川、八幡川をはじめとし

て、親水空間の整備が進められています。 
市内には、市民公園、南公園をはじめとして 55 か所、約 105 ヘクタールの都市公園

があります。「あいち 2010 計画」（愛知県）では、都市公園の整備率の目標を一人当た

り 10㎡としており、瀬戸市においても、この目標値達成に向けた整備を進めています。

これらの整備にあたっては、地域住民と協働した魅力ある公園づくりが求められてい

ます。 

国においては、都市の公共空間である都市公園の整備とともに、民有地における緑

化推進の必要性がうたわれており、市民一人ひとりの緑化に対する取組が求められて

います。市では、市民による都市緑化を推進するため、地域の緑化に努めている市民

団体や住宅地において生けがきを設置する市民に補助金を交付しています。市民が自

ら緑化に取り組むことにより、都市緑化に対する意識が向上し、快適な都市空間の創

出に寄与するものと考えています。 
 

 
        目指す姿 

水や緑と触れ合い、親しむことができる空間が増え、緑化推進活動が盛んに

行われることにより、快適に生活している。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

Ｈ17    
水や緑を身近に感じる

アンケ
ことができると思う市
民の割合 

ート実
施 

公園などが、整備され市
民は潤いとやすらぎを
感じている。 

一人当たり都市公園整
7.94㎡ 8.10㎡ 10.00㎡ 10.00㎡

備面積 

緑化推進に係る市民参
15団体 16団体 17団体 18団体

加団体数 市民による緑化活動が
盛んになっている。 

生けがき設置奨励補助 累計 累計 累計 累計 
金交付件数 58件 75件 100件 150件 

 

 

        市民と行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 市民が積極的に緑化に取り組むこ

とができるよう啓発・支援する。 

○ 公共施設の緑化に努める。 
○ 公園や河川、緑地などの整備を行

う。 

○ 公園や河川、緑地などの適切な維持
管理を行う。 

○ 公園、緑地や親水空間の管理につい
て、市民の協力が得られるような仕
組みをつくる。 

行政の果たす役割 市民の果たす役割

 
○ 都市緑化に理解を深める。 

○ 身の回りの水辺や緑を大切にする。

○ 緑豊かな地域づくりに努める。 

○ 公園施設の損傷状況などの情報を
提供する。 

○ 公園整備の必要性について理解を
深め、協力する。 

○ 公園など公共空間を快適に利用で
きるよう心がける。 

○ 公園や河川などの管理に携わる。 
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ｃ 災害に強い良好な住宅・宅地の確保 

 
        背景 

安全な市民生活を確保するためには、地震や大雨による災害に強い良好な宅地が供給

されるよう、開発行為や宅地造成、建築行為などを行う段階で適切な規制・誘導を行い、

秩序あるまちづくりを進めることが必要です。 
現在、より良好な住宅環境を確保するために３つの地区において地区計画を策定して

おり、今後も地区の特性に応じた計画的な土地利用を誘導することが求められています。 
既成市街地では、現在の構造基準に満たない木造住宅が多く、地震などの災害に対す

る住環境の整備が重要な課題となっています。 
老朽化した木造住宅は、大規模地震による倒壊の危険性が高く、また、その倒壊によ

る被害が甚大となることから、市では、これらの木造住宅の耐震改修を促進するため、

平成１５年度から耐震診断を実施し、平成１６年度から耐震改修に対する補助を行って

います。 
安全で安心して生活できるよう災害に強い建築物にするために、市民意識の向上を図

り、耐震診断、耐震改修を促進する必要があります。 
 

        目指す姿 

災害に強い、良好な住宅、宅地が整備・確保され、市民が安全に安心して快

適に生活している。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

Ｈ17    
良好な宅地、住宅などの

住環境に満足している アンケ
住環境が整備・確保され
ている。 

市民の割合 ート実
施 

土地区画整理事業が進
土地区画整理事業進捗

み、優良な宅地が供給さ  60% 87% 100% 100% 
率 

れている。 
累計 累計 累計 

累計 
耐震診断件数 1,200 1,500 1,700

600 件
件 件 件 

耐震診断・耐震改修がな
され、災害に強い住宅が
確保されている。 累計 累計 累計 累計 

耐震改修件数 
14 件 54 件 69 件 83 件 

  

       市民と行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 都市計画の仕組みや各種制度につ

いて積極的な啓発を行い、市民の理
解を深める。 

○ 市民参加による適切な土地利用計
画を策定する。 

○ 土地利用計画に沿った適切な規
制・誘導を行う。 

○ 土地区画整理事業の進捗により、優
良な宅地の供給を図る。 

○ 開発行為において適正な事業展開
がなされるよう誘導する。 

○ 災害に強い建物が建築されるよう
指導する。 

○ 耐震診断や耐震改修の必要性につ
いて、市民意識の啓発に努める。 

行政の果たす役割 市民の果たす役割

 
○ 都市計画の仕組みや各種制度につ

いて知識を深める。 
○ 土地利用計画の策定に積極的に関

わる。 
○ 規制・誘導の基準や趣旨を理解し、

秩序あるまちづくりに協力する。 
○ 危険建築物についての情報を提供

する。 
○ 所有建築物を適正に維持管理する。

○ 土地区画整理事業について理解し、
協力する。 

○ 開発などの施工者は、適正な事業実
施に努める。 

○ 自ら建築物の耐震性について把握
し、自ら守る努力をする。 

○ 災害時に被害を 小限に止めるよ
う自ら災害に備える。 

 57



ｄ 安全で安心な水の供給 

 
        背景 

水道は、健康で文化的な生活を営むうえで欠くことのできない主要な都市機能の基幹施

設として、また、各種の産業活動の原動力として必要不可欠なものです。 
 こうした水道事業の使命を果たすため、これまで 6 回にわたる拡張事業を実施し、現在

の需要に見合う能力を備えてきました。平成 16 年度の給水人口は 131,765 人（平成 17 年

3 月 31 日現在）、1 日平均配水量は 41,691 ㎥、水道普及率は 99.6％となっています。 
 今後も安定して安全な水を供給するためには、原水の水質悪化対策を始め、地震などの

防災対策、老朽化した配水管の布設替え及び鉛給水管の交換など、施設の維持管理面に重

点を置いた対策が重要になってきています。また、節水意識の向上や循環型社会の進展に

伴う水需要の伸長が期待できないことや施設更新に伴うコストの増大により事業運営が厳

しくなっています。今後、これらの課題を克服し、将来に向けて一層の安全で安心なライ

フラインの構築を図る必要があります。 
 
        目指す姿 

水道施設の計画的かつ適正な布設、改修、維持管理によって、市民が安全で

安価な水を安定して利用し、快適な生活を送っている。 

 
        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

400件／
鉛給水管の取替件数 1,200件 2,4 00件 4,000件

年 
市民が安全な水道水を
利用している。 水道法に基づく給水栓 基準値 基準値 基準値 基準値

水の水質基準項目 以内と 以内と 以内と 以内と
（基準項目＝50 項目） する。 する。 する。 する。 

水道水を利用できる区
水道普及率 99.6％ 99.7％ 99.8％ 99.9％ 

域が増えている。 

市民が安価な水道水を
給水原価（円/㎥） 177 180以内 180以内 180以内

利用している。    

水道事業の収支バラン
単年度損失額 ０円 ０円 ０円 ０円 

スがとれている。 

250件／ 210件／ 200件／ 185件／市民が水道水を安定し
配水管漏水件数 

て利用している。 年 年 年 年 
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        市民と行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
○ 老朽化した配・給水管を計画的に更

新する。 
○ 水道施設を適正かつ計画的に整

備・管理する。 
○ 瀬戸市指定給水装置工事店の指

導・監督を行う。 
○ 水質検査結果を定期的に公表する。

○ 効率的で健全な企業経営を行う。 
○ 正確かつ公平な水道料金の徴収を

行う。 
○ 給水申込みに対し、迅速に対応す

る。 
○ 水道施設の耐震対策を計画的に実

施する。 
○ 市内ループ連絡配水管の整備を進

める。 
○ 緊急時における応急体制を整備し、

その情報を市民に提供する。 
○ 浄水場の施設・設備を適正に管理

し、原水を適切に浄水する。 
○ 市民が水に関心を持つように、水道

施設見学などを通じて啓発する。 

行政の果たす役割 市民の果たす役割

 
○ 水質検査を市民と行政が協働で実

施する。 
○ 水道料金を速やかに支払う。 
○ 水道料金の支払は口座振替を活用

する。 
○ 緊急時に備え、３日分の飲料水を常

時確保しておく。 
○ 非常時の貯水・給水要領を事前に町

内などでチェックしておく。 
○ 非常時に備え、公園などの施設の水

道蛇口の管理を市民サイドで担う
体制をつくる。 

○ 水源を良好な環境に保つために、市
民が水環境に関心を持つ。 
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ｅ 下水道を使用した快適な生活の確保 

 
        背景 

下水道は、汚れた水を集め、きれいな水によみがえらせる機能や、雨水の排除によ

る水害の防止機能など、快適で文化的な生活を営むために必要な施設です。 

本市では、瀬戸川、矢田川流域の西部処理区と水野川流域の水野処理区に、それぞ

れ西部浄化センター、水野浄化センターを整備し、汚水の処理を行っています。平成

15 年度末現在の下水道普及率は約 42％で、愛知県下の下水道普及率約 61％を下回って

おり、更に計画的な下水道の整備が求められています。 
また、下水道水洗化率は 89.4％で、全国の同規模な自治体平均値（91.2％）とほぼ

同水準であるものの、下水道に関する区域内住民の意識啓発により更なる水洗化率の

向上が望まれます。 
これまでは、河川や海などの水の汚れは工場などからの産業排水がかつての主な原

因でしたが、今日では、日常生活の営みから出される生活排水が大きな原因となって

います。 
生活排水などの汚濁水が流入する伊勢湾は、外海水と水交換の悪い閉鎖性海域とな

っており、これによる水質悪化やそれに伴う赤潮の発生が問題となっています。その

改善のために、生活排水を浄化する下水道は大きな役割を担っています。 
伊勢湾の富栄養化を防止し、河川のより良い水辺環境を創造するために、下水道の

さらなる普及促進を図るとともに、下水処理場における高度処理の導入の推進が求め

られています。 
 

 
        目指す姿 

より多くの市民が下水道を使用し、衛生的で快適な生活を送っている。 
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        成果目標 
目標値 

成果内容 指標 
基準値 H20 H23 H27 

42％ 52％ 58％ 64％ 下水道普及率 
下水道を利用できる区
域が増えている。 90% 90% 90% 下水道水洗化率（年度末 89.4% 

現在） 以上 以上 以上 

水質検査数 水質検査数 水質検査数 水質検査数

値を基準値 値を基準値 値を基準値 値を基準値

汚水が適正に処理され 下水道法に基づく放流 以内とす 以内とす 以内とす 以内とす

ている。 水水質基準項目達成度 る。（基準項 る。（基準項 る。（基準項 る。（基準項

目＝42項 目＝42項 目＝42項 目＝42項

目） 目） 目） 目） 

浄化センター 8 mg/l 7mg/l 6.6mg/l 
25mg/l以下

放流水全窒素濃度 以下 以下 以下 汚水がより一層きれい
に浄化されている。 浄化センター 2 mg/l 1.4 mg/l 1.0mg/l 0.48mg/l

放流水全リン濃度 以下 以下 以下 以下 

 

 

        市民と行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 受益者負担金の納入促進や資産管

理を適正に行い、効率的で健全な事
業経営を行う。 

○ 下水道接続が促進されるよう説明、
支援を行ない、接続申し込みに迅速
に対応する。 

○ 瀬戸市下水道排水設備指定工事店
の指導・監督を行う。 

○ 下水処理場の施設・設備を適正に維
持管理する。 

○ 埋立処分以外の下水汚泥の 終処
分方法を研究し、実施する。 

○ 市民が汚水の浄化に関心を持つよ
うに、下水処理施設見学などを通じ
て啓発する。 

行政の果たす役割 市民の果たす役割

 
○ 下水道整備地区において、早期水洗

化のための啓発活動を行政と市民
が協働で継続的に行う。 

○ 下水道整備地区において、速やかに
下水道に接続する。 

○ 家庭・事業所から、てんぷら油など
の汚れのひどい汚水を排水口にで
きる限り流さない。 

○ 自然生態系に影響を及ぼす合成洗
剤の使用を減らし、分解し易い洗剤
を使用する。 
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第６部 都市の環境と市民の生活 
ａ 良好な環境の継承 

 

        背景 

良好な環境を次世代へ引き継いでいくことは、今を生きる私たちの使命です。 

平成１７年２月「京都議定書」が、発効したことによりわが国は、温室効果ガス

の排出量の削減が必至となり、４月には削減に向けた対策・施策を明らかにした

「京都議定書目標達成計画」が閣議決定されました。 

このような地球規模での環境問題への取組が進む中、本市においても、市民、

事業者、行政が、環境保全を意識した行動をとることにより、将来にわたって豊

かな自然環境が維持されているまちとなることが求められています。 

また、本市における生活環境は、大気については比較的良好な状態にあるもの

の、瀬戸川の水質や幹線道路沿いの騒音などについては必ずしも良好な状態にあ

るとはいえません。このため、大気汚染物質の測定や気象観測を行うほか、浮遊

粒子状物質を測定するなど、常時監視を行っています。また、水質汚濁防止や騒

音軽減のための取組を行っていますが、引き続き生活環境の向上に取り組み、市

民が豊かな生活環境を実感できるようになることが重要となります。 

一方、ごみの排出量は平成 6 年度には約 49,000 トンであったものが、16 年度に

は約 51,000 トンとなっています。また、資源物の回収量については、平成 6 年度

に約 4,200 トンであったものが、16 年度には 8,700 トンとなっています。このよ

うに、ごみの総量は増えているものの、市民や事業者の環境問題への意識は高ま

ってきており、資源物の回収量やリサイクル率は向上しています。今後は、市民

や事業者が高い問題意識を持ち、行政と協力して一層のごみ減量化とリサイクル

の推進に努めている資源循環型の社会となることが求められています。 
 

 
        目指す姿 

地球規模の環境問題解決に貢献し、豊かな自然環境や快適な生活環境が守ら

れている。また、廃棄物を出さない資源循環型社会が構築され、市民・事業者・

行政が一体となって環境の保全と向上に取り組んでいる。これにより、将来の

世代に良好な環境が引き継がれている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

市内の温暖化ガス排出
量が削減されている。 

二酸化炭素排出量 

類似

243,013

t/C 換

算 

(H10)

再計算

の予定 

H15 年

比 

-5％ 

-7％ -10％

保全すべき自然が守ら
れている。 

自然環境に関する保全
区域の指定累計箇所数 

０ ２ ３ ４ 

大気の環境基準の達成
項目数（SPM、Ox、SO2、
NO2、CO の５項目） 

４項目 ４項目 ５項目 ５項目

大気・水質環境が良好と
なっている。 水質の環境基準の達成

項目数（人の健康保護に
関する項目及び生活環
境の保全に関する項目）

全項目 全項目 全項目 全項目

家庭から出されるごみ
の減量化が進んでいる。 

ごみ排出量（家庭から出
る１人１日当たり） 

837ｇ 827ｇ 812ｇ 775ｇ

事業系一般廃棄物の減
量化が進んでいる。 

事業系一般廃棄物排出
量 

11,128
t 

10,800
t 

9,600 
t 

8,300
t 

事業者、市民、行政のパ
ートナーシップによる
環境保全に資する事業
が増えている。 

協働事業件数 5 件 8 件 10 件 12 件 
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        市民と行政の役割分担 

 
○ 京都議定書の内容について啓発を

行う。 
○ 市の環境基本計画の内容について

啓発を積極的に行う。 
○ 資源循環型社会の実現に向けた取

組などの情報を積極的に発信す
る。 

○ 環境に関する活動の情報を積極的
に発信する。 

○ 学校教育などの中で環境教育・学
習を推進する。 

○ 里山保全や本市の自然への理解を
深めるための講座などを実施す
る。 

○ 生活排水実践活動などを通して生
活排水対策の啓発を行う。 

○ 環境活動に取り組む市民活動につ
いての情報の収集や支援を行う。 

○ ISO14001 認証取得など事業者の
環境活動を促進する。 

○ ごみの排出を抑制するため、市民
や事業者に対してごみ減量化の意
識向上を図るとともに、連携した
取組を進める。 

○ 環境保全に関する市民、事業者と
の協働事業を推進する。 

行政の果たす役割 
 
○ 地球規模の環境問題を意識し、行動

する。 
○ 資源の循環型社会の意義を理解し、

積極的に実践する。 
○ 環境に関する活動に積極的に参加

する。 
○ 環境問題に関して市民が相互に連

携しながら取り組む。 
○ エコマネー※の導入などを考えるこ

とによって環境問題の取組を実現
化する努力をする。 

○ 森林の保全活動に積極的に参加す
る。 

○ 身近な自然に親しみ、大切にする。

○ 市内の河川の清掃および浄化に自
主的・自発的に参加し、活動する。

○ 事業所は環境に配慮する。 
○ ごみ減量の重要性を理解し、ごみの

分別や生ごみの堆肥化などに取り
組み、その活動を継続する。 

○ 資源のリサイクルの意義を理解し、
実践するとともに、家庭での教育を
充実する。 

 

市民の果たす役割 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊  エコマネー：特定の地域や分野だけで流通する限定通貨。ボランティア活動などの対価として商

品やサービスの提供が受けられる通貨など、さまざまな形がある。 
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b 快適な日常生活の確保 

 
        背景 

「第 5 次瀬戸市総合計画策定に係る市民意向調査（平成 16 年 2 月実施）」では、「道

路や移動の利便性」の重要性を指摘する声が多くありました。今後、高齢者や障害者の

社会参加の増加や日常生活における利便性向上のためには、市民の要望を把握した上で、

公共事業者のみではなく企業や地域での助け合いなど様々な主体により、移動に関する

利便性を高めていくことが求められます。

身近な生活環境については、ごみやし尿などの適切な処理が行われ、斎苑や墓苑など

についても、適切な維持管理が求められます。また、生活環境の美化については、地域

におけるふん害パトロールなどの取組が行われていますが、今後、こうした活動を拡大

していくことにより、ポイ捨てやふん害のない衛生的な環境とすることが求められます。 
情報化や規制緩和の進展、経済の低成長などを背景に、食品の安全性、偽装表示、悪

徳商法、架空請求、振り込め詐欺といったような消費生活に関する問題が深刻化してお

り、被害も拡大しています。こうしたことから、市民が安心して消費生活を送ることが

できるような社会が求められています。 
 

 
        目指す姿 

生活交通が確保されるとともに、衛生的な生活環境が維持されている。また、

市民一人ひとりが自立した消費生活を送っている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

市民の交通手段が確保
されている。 

移動に関する市民の満
足度 

Ｈ17 
アンケ
ート実
施 

   

衛生的な生活環境が維
持されている。 

地域におけるふん害パ
トロールの実施回数 ４回 ９回 13 回 18 回 

自立した消費生活を送
っている。 

消費生活相談件数 565 件 500 件 450 件 400 件

 

 

        市民と行政の役割分担 

 
○ 市民の要望を把握し、様々な主体に

よる生活交通手段の確保を図る。 
○ クリーンセンター、斎苑、墓苑を適

切に維持管理する。 
○ ごみのポイ捨て防止などの市民の

美化意識の啓発を促進する。 
○ 合併処理浄化槽の普及に努める。 
○ 気軽に消費生活相談ができる場所

や機会を増やす。 
○ 自立した消費者団体を育成・支援す

る。 
○ 消費者団体との協働による安全な

消費活動の推進を図る。 
 

行政の果たす役割 
  
○ 助け合いによる移送サービスの提

供に協力する。 
○ ごみのポイ捨てをやめ、不法投棄を

しない、家庭から出るごみは自宅で
焼却しないなど、環境美化に積極的
に取り組む。 

○ 生活雑排水を直接川へ流さないよ
うに意識するなど身近な生活環境
の衛生面での安全性を確保する取
組に心がける。 

○ 消費者団体は自主的に自立した活
動を行う。 

○ 消費生活に関する最新情報を常に
入手するよう努め、お互いに情報交
換を行うとともに、PTA、自治会な
どの活動を通して家庭でも消費者
教育の充実を図る。 

 

市民の果たす役割
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ｃ 住民情報の適切な管理と窓口サービスの提供 

 
        背景 

近年の情報通信技術の発展は著しく、とくにパソコンやインターネット、携帯

情報端末などの急激な普及により、様々な情報を瞬時に入手することができるよ

うになるなど、市民の生活様式も大きく変化してきています。 
行政が提供する各種サービスには、住民票の写しや印鑑登録証明書の発行など、

住民情報をもとにしたものが数多く存在しています。また、各種の事業を行うに

あたり、市民に関する情報が必要となることもあり、市は多くの住民情報を保管

しています。 
近年、民間企業などにおける個人情報の漏洩が問題になるなど、市民の住民情

報の管理への関心が高まっています。 
本市においては、従来から住民情報の適正な管理に努めてきていますが、今後

は、より一層厳格に市民の住民情報を管理すると同時に、住民票の写しや印鑑登

録証明書などの発行についてはより正確かつ迅速に対応するなど、常に市民サー

ビスの向上を意識した取組が求められます。 
また、出先機関としての支所やサービスセンターには、住民情報の適切な管理

に加え、住民票の写しや印鑑登録証明書の発行など各種サービスを適切に提供す

ることが期待されます。とくに、支所においては、こういった役割のほか、支所

の地域における行政の拠点としての機能が求められます。 
 

 
        目指す姿 

住民情報が適切に管理され、行き届いた窓口サービスが提供されている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

利用しやすい窓口にな
っている。 

利用しやすいと思う住
民の割合 

Ｈ17 
アンケ
ート実
施 

   

各種証明書が適正かつ
迅速に交付されている。 

適正・迅速と思う住民の
割合 

Ｈ17 
アンケ
ート実
施 

   

支所と地域との間で良
好な関係が築かれてい
る。 

支所のあり方に満足し
ている住民の割合 

Ｈ17 
アンケ
ート実
施 

   

 

 

        市民と行政の役割分担 

 
○ 住民情報の正確な記録と適正な管

理を行う。 
○ 各種証明書を適正かつ迅速に交付

する。 
○ 支所では行政、地域双方が必要とす

る地域情報について、適切に収集、
提供する。 

○ 支所では地域の陳情や要望などを
適切に処理する。 

○ 住民情報に関する適正な管理につ
いて啓発を行う。 

行政の果たす役割   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 各種証明書などの交付に関する手

続きの趣旨を理解する。 
○ 個人情報の重要性を認識し、自己責

任のもとに管理する。 
 

 

市民の果たす役割
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ｄ 公平・公正な課税と収納 

 
        背景 

本市の歳入の根幹をなす市税については、平成 6 年度には約 174 億円であった

ものが、平成 9 年度の約 192 億円をピークに、平成 15 年度には約 172 億円となっ

ています。 

市税のうち市民税と固定資産税がその割合の多くを占めていますが、個人市民

税は平成 9 年度の約 77 億円をピークとし、固定資産税については平成 14 年度の

約 81 億円をピークとして、それぞれ減少傾向にあります。 

市税の収納率については、平成 6年度には 95.90%であったものが、平成 15 年度

には 89.47%にまで落ち込んでいます。 

今後、計画的な財政運営を継続していくためには、課税客体を的確に把握し、

公平で公正な課税に努めるとともに、市民に税の使われ方や仕組みなどを適切に

理解してもらい、納税意識を高め、収納率を向上することが求められます。 

 
        目指す姿 

市が提供するサービスの基盤となる税の賦課及び収納について、市民への積

極的な情報提供がなされ、税に関する理解が進み、市民が税を納めている。 

 
        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

多くの市民が納税して
いる。 

収納率 89.65％ 91.00% 93.00% 95.00％

 

        市民と行政の役割分担 

 

 

 

 
○ 税に関わる仕組みや重要性を理解

し、納税する。 

 

市民の果たす役割
 
○ 税に関わる仕組みの広報に努め、納

税意識を高める。 
○ 市税を公平・公正に賦課し、収納す

る。 

行政の果たす役割 
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第７部 都市の経営管理 
a 健全な財政運営と効率的・効果的な行政経営 

 

        背景 

平成 12 年の「地方分権一括法」を契機に、国から地方自治体への権限委譲が進

められてきました。こうした分権型システム構築のために、国庫補助負担金・地

方交付税の改革、税源移譲を含む税源配分の見直しなどの構造改革が進められて

おり、地方自治体にあっては、政策的にも財政的にも自立した経営を行っていく

ことが強く求められています。 

本市の歳入は、平成 6年度の 30,992 百万円から平成 15 年度には 36,587 百万円

に増加しておりますが、自主財源比率は、平成６年度の 73.9％から平成 15 年度に

は 63.1％に減少しています。 

経常収支比率は、平成 6 年度の 84.6％からほぼ横ばいで推移し、平成 15 年度で

は 81.0％となっています。 

こうした中で、本市が永続的に発展し、市民が本当の意味で豊かな生活を送り

続けるためには、市民と行政が役割分担をして、市民と行政との間で目標を共有

し、強い信頼関係のもとに協力し合っていくことが重要となります。そのために

行政は、市民の参画のもと、市民に理解しやすい明確な目標を立て、行政内部で

は常に改革・改善の取り組みを行い、限られた経営資源を最大限に活用し、より

効率的で、より良いサービスを提供することが求められます。 

 

 
        目指す姿 

健全な財政運営が行われるとともに、市民との協働や役割分担のもと、効率

的・効果的な行政経営が行われ、最小の経費で最大の市民サービスを提供してい

る。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

効率的・効果的な行政経
営がなされている。 

効率的・効果的な行政経
営がなされていると感
じる市民の割合 

H17 
アンケ
ート実
施 

   

健全かつ安定的な財政
運営がなされている。 

市民一人あたりの借入
金（市債）の額 
（公債費比率） 

183千円
県下7位
（8.6％
全国35
位、県下
13位）
（H15）

県下都
市の平
均値以
下 

県下都
市の平
均値以
下 

県下都
市の平
均値以
下 

常に改革改善が進めら
れている。 

使命達成運動の達成度 ― 
80% 
以上 

80% 
以上 

80% 
以上 

多数の市民が政策形成
プロセスに参画してい
る。 

行政の各種計画策定時
におけるパブリックコ
メント実施比率 

100％ 100% 100% 100%

注） 目標値における順位は額が少ないもの、率が低いものから上位としてカウントして

いる。 

 

        市民と行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 行政が効率的・効果的な経営をして

いるかに関心を持ち、さまざまな機
会を通じて意見を述べる。 

○ 行政との役割分担の中で、果たすべ
き役割を理解し、その役割を果たす
よう努める。 

○ 市の財政状況について理解を深め
る。 

○ 市の政策などについて関心を持ち、
さまざまな機会を通じて意見を述
べる。 

市民の果たす役割

 
○ 目標を達成するために必要な行政

内部のマネジメントの仕組みや環
境を整える。 

○ 行財政情報を提供し、市民と情報交
換・意見交換を行う。 

○ 行政の役割分担を的確に果たすと
ともに、役割分担の総合的な調整を
行う。 

○ 市が目指す姿や計画、戦略をわかり
やすく市民に伝え、共有化を図る。

○ 中長期的展望に立った財政見通し
を行うとともに、予算を効率的に配
分する。 

○ ペイオフ完全解禁下において、適切
に資金を運用する。 

○ 市民が政策形成プロセスに参加で
きる多角的な仕組みを構築する。 

行政の果たす役割 
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ｂ 適切な人事管理と職員の能力向上 

 

        背景 

人口減少時代の到来、地方分権社会への転換、市民ニーズの高度化・多様化、

ＮＰＯ活動の活発化など、本市を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。こ

うした中、本市では、平成 15 年 7 月に「瀬戸市人材育成基本方針・基本計画」を

策定し、社会情勢の変化に即した人事管理と職員の能力・意欲向上を図るよう努

めてきました。 

今後、本市においては、市民と行政との適切な役割分担のもと、「小さな市役所」

を行政の基本方針として取り組んでいきますが、常に改革・改善の取組が行われ、

限られた経営資源の中でもとくに人的資源である職員が最大限に能力を発揮でき

るよう、より一層適切な人事管理や職員配置を行うことが求められています。 

一方、職員個々の資質については、平成 13 年 10 月に行った窓口サービスアン

ケートによると、職員の窓口応対に対する市民の満足度は 85.7％となっています。 

今後とも、効率的でより良いサービスを提供し、市民の信頼を獲得していくた

めに、職員全体の能力や仕事に対する意欲の向上が図られるとともに、職員が明

るく健康に働ける職場になっていることが求められます。 

 
 
        目指す姿 

各職場の事務量に応じた適正な職員配置が行われるとともに、職員の能力・意欲

の向上が図られることにより、最小の経費で最大の効果が得られている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

効率的・効果的な行政経
営がなされている。 

一般職※の職員数 
908 人
（H17）

   

職員は窓口において適

切な対応ができている。 

職員の窓口応対に満足

している市民の割合 

85.7％

（H13）
89.2％ 90.7％ 92.7％

 ※  一般職：特別職（市長、助役、収入役）を除く市職員 

 

 

        市民と行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 職員研修などを通じ、市民が持つ知

識・経験を職員の資質・能力向上に
役立てる。 

 

市民の果たす役割

 
○ 職員が意欲を持って仕事に取り組

むことができる職場風土をつくる。

○ 市民レベルの視点で、職員の資質の
向上に努める。 

○ 職員の採用、研修、人事管理（異動、
昇任など）を総合的に勘案した人
事・給与制度を構築する。 

○ 効率的な行政経営のための適切な
人員配置を行う。 

○ 職員が明るく健康で仕事をするた
めの職場環境や福利厚生制度の整
備・充実を行う。 

行政の果たす役割 
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ｃ 個人情報保護制度と情報公開制度の適切な運用 

 

        背景 

近年の情報技術などの進展により、様々な情報が簡便に得られる状況にある一

方、個人情報の漏えいなどのプライバシー保護に対する懸念も大きくなっていま

す。そうした中、平成 17 年 4 月に個人情報保護法が施行されました。行政はもち

ろんのこと、企業、団体、地域などにも個人情報の適切な保護が求められるよう

になりました。本市においては、平成 5 年に「瀬戸市個人情報保護条例」を制定

し、個人情報の適切な取扱いを行っていますが、今後も、より一層市民の信頼を

得られるよう努めていくとともに、企業、団体、地域などに対して適切な個人情

報保護の取組を行うよう啓発していくことが求められます。 

一方、行政情報については基本的にはオープンにしていく方向が求められてい

ます。本市においては平成 12 年に「瀬戸市情報公開条例」を制定し、公文書開示

請求制度を運用するとともに、本庁舎の市政情報コーナーで様々な行政情報を公

開しています。今後とも、より一層この制度が普及し、より多くの市民が行政情

報を活用していることが求められます。 

 

 
        目指す姿 

個人情報保護制度と情報公開制度が適切に運用され、個人情報が安全に管理

されているとともに、市民は必要な情報を得て活用している。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

市民が市政情報コーナ
ーやホームページから
必要な行政情報を容易
に入手している。 

市政情報コーナーの閲
覧資料数 

118 155 192 240 

情報公開制度が活用さ
れ、市民が必要な情報を
入手している。 

情報公開制度に基づく
請求件数 

27 件 32 件 37 件 45 件 

個人情報が適切に管理
されている。 

個人情報の漏えい件数 ０ ０ ０ ０ 

 

 

 

        市民と行政の役割分担 

 
○ 個人情報保護制度を適切に運用する

とともに、市民に対し個人情報保護
の重要性を啓発する。 

○ 積極的な情報提供の充実を進めると
ともに、情報公開制度の普及を図る。

行政の果たす役割  

 

 

 

 

 

 

 
○ 個人情報保護について関心を持ち、

適切な個人情報保護が行われている
か監視する。 

○ 情報公開制度を活用する。 
 

市民の果たす役割
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ｄ  利用しやすい公共施設の運用 

 

        背景 

本市では、市民の公益活動などを行う場所をはじめとして、様々な施設を有していま

す。これら公共施設の管理については、管理受託制度から指定管理者制度へ移行され、

民間経営の発想やノウハウを取り入れることにより、多様化する市民のニーズに対応し、

より質の高いサービスの提供ができるよう制度の改正がなされたところです。 
公共施設は新設よりも活用を進める視点から、適正な管理と運用の時代に入っていま

す。 
このため、それぞれの施設において、現状を的確に把握した上で、耐震性向上のため

の改修や計画的な維持管理による施設の延命を図ることなどにより、公共施設が市民

にとって、より安全で利用しやすい施設となっている必要があります。 
また、公共施設以外の市有財産についても、同様の視点からより一層の適正管理

と有効活用が求められています。 
 
 
        目指す姿 

公共施設が、市民にとって安全で使いやすいものとなっている。また、市有

財産は適正に管理され、有効活用されている。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

市民にとって利用しや
すい公共施設となって
いる。 

施設利用者の満足度 

H17 
アンケ
ート実
施 

   

市有財産が適正に管理
され、有効活用されてい
る。 

市有地に占める普通財
産の面積割合 

15.2％
県下
23 位 

県下都市の平均値以下 

 

 

        市民と行政の役割分担 

 
○ 公共施設のあり方を検証し、質の高

いサービスを提供する。 
○ 市有財産を適切に管理するととも

に、有効に活用する。 
○ 施設の耐震診断・耐震改修を促進す

るなど、公共施設の計画的かつ適正
な維持管理を行う。 

行政の果たす役割  

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 公共施設を積極的に活用する。 
○ 公共施設を適切に利用する。 
○ 公共施設の不備・不良箇所などの情

報を提供する。 

 

市民の果たす役割
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ｅ 地域の情報化推進 

 

        背景 

近年の情報通信技術の発展は著しく、インターネット、携帯情報端末の急激

な普及や地上デジタル放送の開始は、市民生活に大きな影響を与えています。 
本市においては、平成 14 年 2 月に「瀬戸市地域情報化計画」を策定し、地

域イントラネット※１基盤やデジタルリサーチパークセンター（ＤＲＰＣ）の整

備とともに、市ホームページの情報充実や陶芸技術・作品のデジタル化など、

地域の情報化を積極的に進めてきました。 
従来からの紙媒体による情報提供とともに、先進的で使いやすく、かつ安全

な情報システムがさらに整備され、快適で便利な市民生活のための情報を、市

民がいつでも・どこでも・だれでも・簡単に入手でき、活用することができる

ようになることがより一層求められています。 
また、現在、デジタルリサーチパークセンターを中心に進められている通信

放送融合※２の先進技術を活用した新産業の進出も期待されるところです。 
 

※１  地域イントラネット：インターネット技術を利用してつくられる地域内の情報通信

網 

※２  通信放送融合：インターネットや携帯電話などの通信技術と地上デジタル放送など

の放送技術を融合して活用すること 
 

 
        目指す姿 

広報・広聴機能の向上や情報通信基盤やシステムなどの整備、高度な情報通

信機器の体験学習などにより、地域内の情報共有化が進み、便利で安全安心な

市民生活が実現している。また、通信放送融合の先進技術を活用した新産業が

進出している。 
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        成果目標 

目標値 
成果内容 指標 

基準値 H20 H23 H27 

情報通信基盤やシステ
ム整備により、市民生活
の利便性が向上してい
る。 

地域内における情報の
入手、提供の便利さ満足
度 

Ｈ17 
アンケ
ート実
施 

   

市民生活の向上に役立
つ行政情報が、わかりや
すく伝達されている。 

年間のホームページへ
のアクセス数 

34 
万件 

35 
万件 

37 
万件 

40 
万件 

市民から行政に対して、
意見や提案がしやすい
環境が整っている。 

市長への意見箱（Web
含む。）利用者数 666 件 1,100

件 
1,250
件 

1,450
件 

ＤＲＰＣで開催される
ＩＴ講座参加者数 

1,800
人 

2,000
人 

2,200
人 

2,300
人 多くの市民がＩＴ能力

を向上させている。 
ＤＲＰＣの来館者数 

33,000
人 

35,000
人 

38,000
人 

40,000
人 

新産業の事業所・研究所
が新たに進出している。 

デジタルリサーチパー
クへの事業所・研究所な
どの進出数 

0 0 1 2 
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        市民と行政の役割分担 

 

○ 地上デジタル放送をはじめとした
通信・放送融合環境を活用して、リ
アルタイムな情報提供を進める。 

○ 政策広聴・政策広報としての機能を
充実させ、積極的に市民との情報共
有化を進める。 

○ 広域連携による地域情報プラット
ホーム※４など、地域情報共通基盤を
整備する。 

○ 地域ポータルサイトの構築など、市
民が主体的に情報を受発信できる
環境をつくるための活動を支援す
る。 

○ 電子申請や施設予約、電子入札な
ど、県下自治体と共同して電子自治
体を構築するほか、基幹業務システ
ムを安全かつ適切に運用する。 

○ 誰もが利用しやすいホームページ
づくりを進める。 

○ 市民が多様な媒体を通して地域情
報、行政情報が取得できるよう、地
上デジタル放送など新しいメディ
アに対応したコンテンツを制作す
る。 

○ まるっとミュージアム情報など、本
市の財産を幅広くデジタルアーカ
イブ化する。 

○ デジタルリサーチパーク構想を段
階的に進める。 

行政の果たす役割  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域活動、市民活動に地域情報を積
極的に活用する。 

○ 地域に役立つ提案や情報発信を行
う。 

○ 地域ポータルサイト※１の構築など、
共同して地域情報を受発信できる
仕組みをつくる。 

○ 情報技術習得のための講座などに
参加する。 

○ 自主的なＩＴ講習会を開催するな
ど、市民同士で能力を高める。 

○ 恒久的に残したい地域の財産や素
材を提供し、デジタルアーカイブ※

２作成やコンテンツ※３制作活動に
参加する。 

市民の果たす役割

 

※１  ポータルサイト：インターネットの入口。ポータルとは玄関の意 

※２  デジタルアーカイブ：劣化しないデジタルで記録、保管され、図書館や博物館のように整理さ

れたデジタルコンテンツのこと 

※３  コンテンツ：デジタルデータで表現された文章、音楽、画像、映像、データベース、またはそ

れらを組み合わせた情報の集合のこと 

※４  プラットホーム：異なる複数の媒体に互換性を持ち、情報を提供できる基盤、仕組み 
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第３章 目指す姿の実現に向けた都市経営の展開 

第１節 都市経営の展開と行政経営 

この計画では、市民と行政の共通の目標として、｢目指す姿｣などを明らかにしましたが、計画づ

くりは、はじめの一歩に過ぎません。これからは市民や行政などの様々な主体が、時間をかけ連携

して、目標に向けた取組を着実に進めなければなりません。 

市民と行政が目標達成に向けて連携して行う継続的な営みが、都市経営です。都市経営の役割は、

目標を絵に描いた餅に終わらせないことです。 

都市経営の重要な一部として、行政が目標達成に向けて行う継続的な営みが行政経営であり、都

市経営の着実な展開のために重要な役割を果たします。 

    

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 施策 

事
業

事
業

事
業

事
業

事
業

事
業

自立し、助け合って、市民が力を発揮している社会

市民と行政とがともに目指す瀬戸市の社会の姿【基本構想】 

分野２ 

市民の安全 

分野３ 

市民の教育

分野４ 

市民の 

健康と福祉

分野５ 

都市の基盤

分野１ 

市民の 

交流と活力 

分野６ 

都市の環境と

市民の生活 

分野７ 

都市の 

経営管理 

 市民と行政とがともに目指す 分野毎の社会の姿【基本計画】 

市 民 行 政 

市民と行政が役割分担して目標達成に向けて行動

各分野の目指す姿
を実現するための
行政の行動計画 

【詳細基本計画】

分野４ 

市民の 

健康と福祉 

分野５ 

都市の基盤

分野３ 

市民の教育

 
Ｐ：行政の役割を適切に果たすため、
行政組織ごとの成果目標を明確化。
その手段となる施策や事業を、経営
資源の制約を踏まえて具体的に計画
(詳細基本計画)  
 
Ｄ：成果目標に向けて、自律的・恒常
的な改革・改善を行ないながら、施
策・事業を実施 
 
Ｃ：使命達成運動を通じ､成果目標の
達成状況をチェック 
 
Ａ：達成状況を踏まえ、手段である施
策や事業の組替え・改善や、経営資
源のシフトなどにより軌道修正 

行
政
経
営

行政組織（部･課･係）
の使命や成果目標 

 
Ｐ：市民と行政が
共通の目標として
計画立案。目指す
姿などを共有 
 
Ｄ：市民と行政が、
目指す姿の達成
に向けて、役割分
担して行動 
 
Ｃ：市民と行政が
成果目標の達成
状況をチェック 
 
Ａ：市民と行政双
方が、達成状況を
踏まえ、行動を改
善 
 

都

市

経

営

都市経営の展開と行政経営 
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第２節 都市経営のマネジメントサイクル 

都市経営の推進には、目標(計画)づくり（Plan）からはじまって、行動（Do）→チェック（Check）

→改善（Action）ひいては目標自体の見直し（Plan’）という継続的なサイクルが欠かせません。

市民と行政は、都市経営のＰＤＣＡそれぞれの段階で主体的にそれぞれの役割を果たすことが重要

です。 

①Ｐ（目標(計画)立案）での役割 

  第５次総合計画策定時には、市民意向調査、公募市民メンバー、総合計画審議会、分野別市民委

員会、パブリックコメントなどを通じ、市民と行政が一緒になって、共通の目標となる計画を立案

しました。 

②Ｄ(行動)での役割 

  市民は、目指す姿に向け、市民の役割を踏まえて自ら行動し、地域で助け合います。行政は、目

指す姿の達成に向けた具体的な行動を定める詳細基本計画に基づき、創意工夫して地域の経営資源

を生かしながら、施策･事業を行います。 

③Ｃ(チェック) 、Ａ(改善)での役割 

  行政は、毎年、前年度の目標値達成状況・分析・対応を記載した「成果報告書」を公表し、市民

の意見を聞きます。成果目標の達成状況を踏まえ、市民・行政双方が行動内容を改善します。 

④Ｐ’（新たな目標(計画)立案）での役割 

  平成２０年度及び平成２３年度には、それまでの成果目標の達成状況を踏まえ、基本計画を見直

します。この際、市民アンケートを実施して目標値達成状況や市民の活動状況を調査分析し、市民

と行政が一緒になって共通の目標をつくり直します。これに基づき、行政は中期･後期詳細基本計

画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              

 
市 民 と 行 政 で
目 標 （ 総 合 計
画）自体を見直
す 

P’

 
市 民 と 行 政 が
役割分担し、連
携 し て 目 標 に
向け行動する

D

 
市 民 と 行 政 で
目 標 （ 総 合 計
画）を立てる
 

P

 
市民と行政は、
目 標 が 達 成 さ
れ つ つ あ る か
チェックする

C

 
市民も行政も、
目 標 達 成 に 向
け、行動内容を
改善する 

A 

都市経営のＰＤＣＡサイクル 
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第３節 行政経営の展開 

瀬戸市においては平成１２年度から１７年度まで、行政組織が目標を共有し、役割分担と創意工

夫によって行動できるようになることを目指し、行政経営に取り組んできました。 

１８年度以降、都市経営における行政の役割を的確に果たすため、基本構想の｢行政の基本方針｣

に基づいて引き続き行政経営に取り組みます。 

基本計画に沿って行政組織ごとの成果目標を明確化し、政策会議と各部使命達成会議によるＰＤ

ＣＡ管理を行うのが「使命達成運動」です。この運動は、目指す姿に向けた行政組織の役割(使命)

を明確にし、組織ごとに掲げる全ての成果目標の達成状況をチェックしながら、詳細基本計画の施

策・事業を継続的に改善するものです。これにより、行政は最小の経費で最大の成果を上げるマネ

ジメントを行ない、｢目指す姿｣の実現に向けた施策・事業などの行政の取組が着実に前進すること

になります。 

また、行政組織の目標達成に向けて、人材の配置、予算配分などを連動させるとともに、改革・

改善の推進や、庁内分権などの環境整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

○○部 

使命達成会議 

○○部 

使命達成会議 

主宰：各部部長 

メンバー：各課(公所)長

事務局：企画補佐 

政策会議

各課 

(公所)

全庁のＰＤＣＡ 

 
部内のＰＤＣＡ 

行政経営の体制 

市長と部長を含む

市の幹部で構成 

各課 

(公所)
各課 

(公所) 

各課 

(公所)

部内のＰＤＣＡ 
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第４節 10 年間の PDCA サイクル 

平成１８年度から２７年度までの１０年間、都市経営及び行政経営のＰＤＣＡサイクルは、下図

のようになります。 

 

 

 
基 本 構 想 

 

 

 基 本 計 画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
C 

C

C
C 

前期詳細基本計画 中期詳細基本計画 後期詳細基本計画 

行

政

経

営

都

市

経

営

（

市

民

と

行

政

）

★ 
C

Ｈ18 

年度 

Ｈ1９ 

年度 

 

Ｈ２０ 

年度 

目標値 

Ｈ２１ 

年度 

Ｈ２２ 

年度 

 

Ｈ２３ 

年度 

目標値 

Ｈ２４ 

年度 

Ｈ２５ 

年度 

 

Ｈ２６ 

年度 

Ｈ２７ 

年度 

目標値 

使命達成運動 

Ｐ 

Ｄ Ｃ 

Ａ 
Ｐ 

Ｄ Ｃ 

Ａ 
Ｐ 

Ｄ Ｃ 

Ａ
Ｐ

Ｄ Ｃ

Ａ
Ｐ

Ｄ Ｃ

Ａ
Ｐ

Ｄ Ｃ

Ａ
Ｐ

Ｄ Ｃ

Ａ
Ｐ

Ｄ Ｃ 

Ａ 
Ｐ 

Ｄ Ｃ 

Ａ
Ｐ

Ｄ Ｃ

Ａ

10 年間のＰＤＣＡサイクル 

Ｐ‘ 
基本計画
の見直し

C

Ｐ‘‘ 
基本計画
の見直し

★ 目標値達成状況や市民の活動状況を把握する市民アンケートの実施 

  前年度の目標値達成状況・分析・対応を記載した「成果報告書」を公表し、市民意見を聴取

★ 
C

★ 
C 

 
C 
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